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港港区区平平和和都都市市宣宣言言

かかけけががええののなないい美美ししいい地地球球をを守守りり、、世世界界のの恒恒久久平平和和

をを願願うう人人びびととのの心心はは一一つつでであありり、、いいつつままででもも変変わわるるここ

ととははあありりまませせんん。。

私私たたちちもも真真のの平平和和をを望望みみななががらら、、文文化化やや伝伝統統をを守守りり、、

生生ききががいいにに満満ちちたたままちちづづくくりりにに努努めめてていいまますす。。

ここののふふれれああいいののああるる郷郷土土、、美美ししいい大大地地ををここれれかからら生生

ままれれ育育つつここどどももたたちちにに伝伝ええるるここととはは私私たたちちのの務務めめでですす。。

私私たたちちはは、、我我がが国国がが『『非非核核三三原原則則』』をを堅堅持持すするるこことと

をを求求めめるるととととももにに、、ここここにに広広くく核核兵兵器器のの廃廃絶絶をを訴訴ええ、、

心心かからら平平和和のの願願いいををここめめてて港港区区がが平平和和都都市市ででああるるこことと

をを宣宣言言ししまますす。。

昭昭和和６６００年年８８月月１１５５日日

港港 区区



はじめに

区は、令和３（ ）年度から令和８（ ）年度までの６か年を
計画期間とする「港区情報化推進計画」のもと、目覚ましく進展する
デジタル技術を最大限に活用し、より利便性の高い区民サービスの提
供をめざすとともに、効率的な区政運営を着実に推進してまいりまし
た。
新型コロナウイルス感染症の世界的流行を契機に、オンラインによ

る会議や授業、テレワークなど、新しい生活様式が私たちの暮らしに
広く浸透しました。区においても、行政手続のオンライン化をはじめ、
キャッシュレス化の推進など、いつでもどこでも手続ができる環境の
整備に取り組みました。
近年、デジタル技術は日々加速度的に進化を続けており、自然な文

章等を作成することができる人工知能（ＡＩ）、ＩｏＴ、業務自動化、
クラウド化など、「港区情報化推進計画」の策定から現在までの数年
の間にも、デジタル環境は大きく変化しています。
区は、計画期間の中間年度にあたる今年度の改定において、計画の

名称についても「港区ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）
推進計画」に変更し、これまでの情報化の取組にとどまらず、アフ
ターコロナの新時代に向けて、あらゆる分野でのＤＸを推進してまい
ります。
本計画では、これまでの区の取組を踏まえて「デジタル技術を活用

して、区民サービスを目覚ましく向上させ、誰もが利便性を実感でき
ること」を「港区版ＤＸ」と定義し、区政のあらゆる分野においてデ
ジタル化、オンライン化の取組を実施します。
港区基本計画が掲げる「誰もが住みやすく、地域に愛着と誇りを持

てるまち・港区」の実現に向け、全庁一丸となって利用者目線での行
政サービスの質の向上や更なる業務効率化に取り組み、区民の誰もが
自分に合ったサービスを選択し、利用することができる快適な区民生
活の実現を目指します。
結びに、本計画の改定に当たり、貴重なご意見をお寄せいただきま

した区民の皆さん、関係者の方々に厚く御礼申し上げます。

令和６（ ）年３月

港区長
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第１章 計画改定に当たって

１ 計画改定の目的

第１章 計画改定に当たって

これまでの情報化の取組にとどまらず、あらゆる分野でＤＸを推

進し、区民生活をより豊かにしていくため、計画名を「港区ＤＸ推

進計画」に改め、区のＤＸを加速させます。

GOAL

現行の「港区情報化推進計画」は、令和３（ ）年度から令和８（２０２６）年度までの か年を計

画期間として、区民生活に関わるデジタル環境の変化に的確に対応するとともに、上位計画である

「港区基本計画」で示された目標の実現に向けて、情報化の視点から施策の方向性及び具体的な事業

を示すことを目的に策定しました。

現行計画策定以降、新型コロナウイルス感染症拡大を背景とした新しい生活様式が普及するなど、

日常社会のあり様や人々の価値観、ワークスタイルなど、社会環境が大きく変容しています。

この間、国では、「デジタル社会形成基本法」を施行し、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を

策定するなど、ＤＸに関する動きを強力に推し進めています。東京都でも、デジタルサービス局を新規

に設置し、「東京デジタルファースト推進計画」を策定するなど、ＤＸへの動きを加速させています。

こうした状況で、地方自治体においても、デジタル技術を活用することで、これまでの行政サービス

を変革し、住民生活をあらゆる面で豊かにする の推進が強く求められています。

区においても、システム※やアプリ※を活用した行政サービスの提供など、各分野で を推進して

きました。今後は、これまでのデータを活用し、更なるサービス拡充へ変革することや、システムやＲＰ

Ａ等の導入により職員の作業効率を上げることによって、生み出された人員や時間を新たな区民サー

ビスに投資することが求められます。これまでの情報化の取組にとどまらず、区政を抜本的に変革し、

区民福祉の更なる増進をめざすことを目的に、計画名を「港区ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーショ

ン）推進計画」に改め、全庁一丸となった を推進します。



第１章 計画改定に当たって

２ 計画の位置付け

平成二十八年法律第百三号 官民データ活用推進基本法

（都道府県官民データ活用推進計画等）
第九条 都道府県は、官民データ活用推進基本計画に即して、当該都道府県の区域における官民

データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画（以下この条において「都道府県官民デー
タ活用推進計画」という。）を定めなければならない。

～中略～

３ 市町村（特別区を含む。以下この条において同じ。）は、官民データ活用推進基本計画に即し、
かつ、都道府県官民データ活用推進計画を勘案して、当該市町村の区域における官民データ活用の
推進に関する施策についての基本的な計画（次項において「市町村官民データ活用推進計画」とい
う。）を定めるよう努めるものとする。
４ 都道府県又は市町村は、都道府県官民データ活用推進計画又は市町村官民データ活用推進

計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により
公表しなければならない。

社会全体での の進展や、国や都の積極的なデジタル技術の活用支援など、様々な変化を機会と

とらえ、デジタル技術の活用を加速するため、現行計画を改定します。

「港区 推進計画」は、区の総合計画である「港区基本計画」を上位計画とした事業分野別の個別

計画※であると同時に、個別計画の基盤部分に位置し、デジタル技術の活用により、「港区基本計画」

や各個別計画のめざす姿の実現を加速する関係にあります。

なお、本計画は官民データ※の活用を総合的かつ効果的に推進するため、「官民データ活用推進基

本法」（平成 年法律第 号）第９条に規定する、「市町村官民データ活用推進計画」として位置付

けます。また、国が策定した「自治体 推進計画」との整合を図ります。



分野別個別計画

第１章 計画改定に当たって

関連計画との関係

港区 推進計画

港区基本計画

港区実施計画

港区基本構想

具体化 具体化具体化

防
災
・

危
機
管
理

環
境
・

リ
サ
イ
ク
ル

産
業
・

地
域
振
興

保
健
・福
祉

子
ど
も
・

子
育
て

教
育

街
づ
く
り

具体化

様々な変化を機会ととらえ
デジタル技術の活用を加速する。

現行計画を取り巻く環境

港区情報化
推進計画

◼ 国は、自治体の役割を明示して、財
政的にも支援

◼ 東京都は、人材確保や業務効率化
を支援

◼ 国で、デジタル技術の活用は、あら
ゆる産業の活性化や効率化につな
がると示すことから、 の推進を
経済成長の原動力として位置付け

◼ 生成 の急速な普及

◼ 自治体におけるノーコードツール・
ローコードツールの活用

◼ 機器・サービスに不慣れな人、困難
な人、利用しない人も、デジタルの
恩恵を実感できる社会の実現

国や都 経 済

技 術社 会

外部環境の変化への
対応が求められている。

１ ２

３ ４

改定

DXによる加速DXによる加速DXによる加速DXによる加速

市町村官民データ活用推進計画 自治体 推進計画

整合を図る兼ねる

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。
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様々な変化を機会ととらえ
デジタル技術の活用を加速する。

現行計画を取り巻く環境

港区情報化
推進計画

◼ 国は、自治体の役割を明示して、財
政的にも支援

◼ 東京都は、人材確保や業務効率化
を支援

◼ 国で、デジタル技術の活用は、あら
ゆる産業の活性化や効率化につな
がると示すことから、 の推進を
経済成長の原動力として位置付け

◼ 生成 の急速な普及

◼ 自治体におけるノーコードツール・
ローコードツールの活用

◼ 機器・サービスに不慣れな人、困難
な人、利用しない人も、デジタルの
恩恵を実感できる社会の実現

国や都 経 済

技 術社 会

外部環境の変化への
対応が求められている。

１ ２

３ ４

改定

DXによる加速DXによる加速DXによる加速DXによる加速

市町村官民データ活用推進計画 自治体 推進計画

整合を図る兼ねる

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



本計画

３ 計画の期間

港区基本計画（前期）基本計画

令和 年度令和 年度令和 年度令和 年度令和 年度令和 年度

港区基本計画（後期）

港区情報化推進計画（前期）
情報化
推進計画

港区ＤＸ推進計画（後期）

港区ＤＸ推進計画の計画期間

内容の整合を図る

ため、期間を合わ

せます。

第１章 計画改定に当たって

本計画の期間

（３か年）

前計画

計画の期間は、令和３ 年度から令和８ 年度までの６か年

です。計画策定以降の変わりゆく社会動向に的確に対応していくために、中

間年度である令和５ 年度に計画を改定しました。本計画は計画期

間の後期に当たる、令和６（２０２４）年度～令和８（ ）年度までの３か年

計画とします。



４ 港区版ＤＸとは

読み方：ディーエックス

正式名：デジタル・トランスフォーメーション

ＤＸについては、

様々な組織・団体が定義を提唱しており、

統一的な定義はありませんが、

デジタル技術が、暮らしをより良いもの

にするという概念として次第に

理解が進みつつあります。

快適な区民生活を実現するため、利用者目線で、サービスや業務の改善・効率化等を行い、
区民サービスの向上につなげるなど「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」を進めます。

ＤＸ

デジタル技術を活用して、区民サービスを目覚ましく
向上させ、誰もが利便性を実感できること

港区版ＤＸとは

DX

第１章 計画改定に当たって

そもそも、本計画の標題にも記載されて

いる「 」とは何でしょうか。

読み方と正式名は次のとおりです。

例えば・・・

①いつでもどこでも簡単に手続ができる行政手続のオンライン※化
区役所や総合支所の開庁時に来て手続しなければならない環境から、来庁せずに、
いつでもどこでも、パソコンやスマートフォン※などで簡単に申請や相談等が可能になります。

どうなったの？
わざわざ来庁する必要がなくなり、手続にかかっていた時間を他の目的に利用できるようになります。
また、オンラインで申請したデータをシステムに自動的に取り込むことで、業務を効率化できます。

②オンラインでも窓口でもキャッシュレス※決済
証明書の手数料など、区のあらゆる手続について、現金以外の支払ができるようになります。

どうなったの？
来庁せずに支払がすぐにできたり、日常的に利用する交通系ＩＣカードやスマートフォン等で支払がで
きるようになり、現金（財布）を持たなくても、すぐに簡単に支払ができるようになります。



ユーザーの不満や課題を解消する。

これまで提供できなかった便利さを提供する。

より具体的に
説明すると・・・？

ＤＸの要件

ＤＸの５つのポイント

価値創造 課題解決
経営の
変革

横断的な
実践

事業
モデルの
変革

（出典）独立行政法人情報処理推進機構「ＤＸってなんだ」を基に作成

さらに
どんなことに
取り組めば
いいの・・・？

区民の役に
立つことをする

新しいやり方を
実現する

区の職員全員で
取り組む

トップはリーダー
シップを発揮する

身近な問題から
取り組む

それぞれ、港区向けに
言い換えると

（出典）独立行政法人情報処理推進機構「ＤＸってなんだ」を基に作成

“ユーザー”を、「区民」に読み替えることで本計画の内容と合致します。

デジタルで

デジタルで

第１章 計画改定に当たって



第１章 計画改定に当たって

〔参考〕 多様な「ＤＸの定義」について

港区のＤＸの定義について「私が聞いたことがあるＤＸとちょっと違うな」と思われた方もい

らっしゃると思います。

現在、世の中で使われているＤＸの定義は、厳密には一致しておらず、使い方も人や場面に

よってまちまちであるため、そのように感じる方がいらっしゃって当然です（総務省の情報通信

白書の令和３年版にもＤＸの定義が統一されていないことが記載されています。）。

ＤＸの定義の例としては「データを活用して、今までに存在しなかった価値を生み出して、競

争上の優位を獲得すること」とする場合や、ペーパレスやテレワーク※など、デジタル技術を活用

したあらゆる取組まで含める場合など、様々です。

重要なことは、デジタル技術を活用して、効率化や新たな価値創造を実現することであり、そ

のためには組織が一丸となって取り組む方が成功しやすいとされています。

そのため、「港区ＤＸ推進計画」における定義は、これまでの港区が取り組んできた情報化の

取組との整合性を考慮した上で、区民の皆様や職員に納得してもらいやすい定義で説明していま

す。

ＤＸを成功させるための要因

独立行政法人情報処理推進機構が実施したアンケート調査では、『全社戦略に基づいて全社的

にＤＸに取組んでいる』という企業ほど、成果が出ている割合が高いことがわかっています。

そのため、組織としてのビジョンを策定し目的やイメージを共有することが必要とされている

のです。

（出典）デジタル時代のスキル変革等に関する調査報告書（令和３年４月 日）（独立行政法人
情報処理推進機構）



その他のＤＸの定義

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、

顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するととも

に、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位

性を確立する。

ＩＣＴの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる。

企業が外部エコシステム（顧客、市場）の劇的な変化に対応しつつ、内部エコシ

ステム（組織、文化、従業員）の変革を牽引しながら、第３のプラットフォーム

（クラウド
※
、モビリティ、ビッグデータ

※
アナリティクス、ソーシャル技術）

を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットと

リアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争

上の優位性を確立すること。

1 ウメオ大学（スウェーデン）のエリック・ストルターマン教授の定義

2 経済産業省 「ＤＸ推進指標とそのガイダンス」に記載の定義

3 「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」に記載の定義

平成16（2004）年に提唱された概念

令和元（2019）年７月公表

令和２（2020）年７月17日閣議決定

DXの定義

DXの定義

DXの定義

第１章 計画改定に当たって



５ 港区ＤＸ推進基本理念

ＤＸを成功させるためには、組織のビジョンを描き、職員一人ひとりが、ＤＸは「身近で実践

できるもの」として、ビジョンの実現に向かって、自ら実践しようとする意識を醸成することが

重要であるとされています。

全庁一丸となってＤＸを推進するため、港区における共通の考え方の軸となる基本理念を定め

ます。

多様な主体がつながり合い、誰もが幸せを

実感できるまちを実現するため、

デジタルの力と思いやりの融合により、

ひとりひとりへの配慮と工夫が行き届いた、

先進的な行政サービスを提供します

港区ＤＸ推進基本理念

第１章 計画改定に当たって



港区ＤＸ推進基本理念の内容をより具体的に想起し、多くの人が共有できるよう、取組の主な
対象である「区民」「地域」「区役所」が、将来どのようになっているか、どのようになりたい
かを記載しています。

港区ＤＸ推進基本理念がめざす将来のイメージ

◼デジタルの活用により、利用者の特
性に合わせたきめ細かな行政サー
ビスを提供している

◼デジタルの利用が困難な人を取り
残さず、配慮と工夫を徹底している

◼区民や地域に根ざした団体・事業
者、教育機関等多様な主体と区が
連携し、データ等の共有によって、
地域の課題解決や活性化が実現し
ている

◼サービス・手続が一貫してデジタル
で完結する等、業務の効率化を達成
し、持続可能なサービス提供を行っ
ている

地 域

区役所

このイメージを実現するためのアクションとして、各施策において
「ＤＸの取組」を実施します。

区 民

第１章 計画改定に当たって



行動規範の策定

区では、デジタルを活用したサービスの導入から運用に当たって、デジタルファーストをめざ
した区役所・支所改革の取組を確実に実現するため、全ての職員が心掛ける「港区職員デジタル
サービス行動規範」を制定しました。

港区ＤＸ推進基本理念の実現をサポートする取組

常に利用者の目線に

立って考える

業務全体の

デジタル化を考える

シンプルな

サービスをめざす

結果を評価し

改善しつづける

成果を可視化し

共有する

新しい情報や

アイデアを常に探る

第１章 計画改定に当たって

１１

２２

３３

４４

５５

６６



計画改定の背景

第 章２



以前は、ＡＩに、あらかじめラベル（正解の情報：例えば、動物の写真に対し、写っているも

のが犬や猫や馬であるという情報）を付けたデータを用いてＡＩの学習が行われていました。

平成 （ ）年頃から、ラベル付けをしない、普通のＷｅｂページ等の大量のデータで事前

学習を行い、その後にラベル付けをしたデータで学習する方法が普及したことで、性能が格段に

向上しました。

第２章 計画改定の背景

第２章 計画改定の背景

１ 自治体を取り巻くデジタル環境の変化

〔１〕 生成ＡＩ

従前

平成30
（2018）
年頃～

ラベル付けのない
大量のデータ

（ ページなど）

猫
学習データとは、例えば、猫が写っている写真を学習させる場合は、
正解の情報（ラベル）とセットになっている。

学習

用途ごとに設計された
機械学習※の仕組み

ツール

高性能AIツール

様々な用途に再利用可能な機械
学習の仕組み

事前学習

活用

活用

あらかじめラベル付け
した学習データ

あらかじめラベル付け
した学習データ

学
習

数年前までは、ＡＩ※が文書や画像を生成することは困難と

されていました。しかし、令和４（ ）年に、文章を生成す

るＡＩ「 」や、画像を生成するＡＩ「 」が

提供されるようになり、生成ＡＩの利用が格段に広がっていま

す。

AIの性能が急速に向上した背景

（出典）人間中心の 社会原則会議（令和５（ ）年度 第１回）
「 ガバナンスに関する議論の方向性について（内閣府提出資料）」 （ ）を
基に作成



第２章 計画改定の背景

AI活用への期待と懸念

行政においても、性能が向上したＡＩを活用することで、業務の効率化やサービスの質を向上

させることが期待されています。

一方で、生成ＡＩの利用には、情報漏えいの懸念や、著作権侵害の恐れが指摘されており、国や一部

の自治体では、利用ルールを策定するなど、対策を講じた上で業務への活用を試みています。

利用シーン 利用シーンの概要 利用シーン 利用シーンの概要

文書
電子化

問合せ
対応

通訳・
翻訳

議事録
作成

画像認識・
解析

予知・
予測

判定・
分類

示唆抽出

• 手書きや活字で記載された紙の書類や帳
票を読み取り、データ化する 技術へ

技術が活用された処理
• 特に深層学習を活用して、文字認識や認

識範囲の特定の精度が向上して活用範囲
が拡大している

• ユーザーからの質問に自動で返答する自
動会話プログラム

• が蓄積されている データを検索し
て最適な回答を導き出す

• 時間 日対応可能になる

• による自動翻訳により翻訳・通訳を行
う

• 専門用語を辞書登録することで、様々な
場面で活用できるようになる

• が音声を読み取って自動でテキスト化
し、議事録を作成する

• 発言者を区別する、リアルタイム字幕表
示、同時翻訳などの機能も充実

• 編集機能やアプリを使用して簡単に編集
作業が行える

• 技術を活用した画像解析技術
• 学習データを基に画像に写っている人や

物を認識
• 機械学習（パターン学習）、ディープ

ラーニングにより精度が向上

• が過去データをベースに予測を行う予
測モデル又はアルゴリズムと呼ばれる分
析の手順・ルールに従ってデータ処理

• によりデータに基づいた予測ができる
ため、常に一定の結果が得られる

• 学習したデータや判定パターンを基に、
がデータの判定・分類を行う

• 大量のテキストデータから有益な情報を
抽出する

• 情報を が分析し、可視化する
• 機械学習や音声認識と組み合わせること

で活用範囲が拡大されている

（出典）内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「政府機関における 導入促進に向けた調査（報告）」
令和５（ ）年４月５日を基に作成



ノーコードツールはプログラミング言語なしで、ローコードツールは簡単なプログラミングで

実装可能なアプリケーションや機能を作成することができる、ソフトウェアやサービスのことを

指します。

第２章 計画改定の背景

〔２〕ノーコードツール・ローコードツール

近年、ノーコードツールやローコードツールが注目を

集めており、利用が拡大しています。開発速度を上げる

ための手段として認知が高まっています。

ノーコードツール・ローコードツールとは

これらのツールを利用すると、簡易なシステムを素早く開発すること可能であるため、企画か

ら短期間でサービス提供を開始できることが大きなメリットです。

一方で、大規模で複雑なシステムの開発には不向きであることや、一度利用すると特定のノー

コードツール・ローコードツールを使い続けること（いわゆるベンダーロックイン※の状態）など

がデメリットです。

導入するメリットとデメリット

（出典）独立行政法人 情報処理推進機構 「ＤＸ白書 」
（ ）を基に作成

エンジニアなしでも開発が可能

汎用性・拡張性が高い

早く・効率的に開発が可能

大規模開発に向かない

実装機能に制限がある

ベンダーロックインの可能性

メリット デメリット



第２章 計画改定の背景

自治体での活用事例

自治体でもノーコードツール・ローコードツールを利用して、独自のシステムを構築してサー

ビスを提供する事例が増えています。

大分県別府市

神奈川県横浜市

（出典）自治体ＤＸ推進参考事例集【３．内部ＤＸ】「ローコード・ノーコードツールを活用して内製でシステムを構築」
総務省（ ）を基に作成

職員の手作り（内製）で「プレミアム付

商品券予約販売システム」や「避難所運営支

援システム」を構築しました。

横浜市の予算・財務情報管理システムの構

築に、ローコードプラットフォームを採用し

ました。（令和６（ ）年３月に全面稼働

する予定）

自分たちの業務を自分たちで変えると実

感でき、「自分たちで課題を見つけ、自分た

ちで解決策を考え、実行に移していく」風土

を醸成しました。

ローコードツールを採用したことで、新た

な取組に対し、柔軟かつ迅速なシステム構築

が可能となります。

予算・財務情報管理システム

デジタルワークフロー

予算・財務情報管理システム

ダッシュボード

財政事務の効率化と品質向上を支援
データ分析に基づいた

意思決定・行政経営の判断を支援

財政データの
統合的な管理

執行
管理

資産
管理

未収債
権管理

電子
入札

契約
管理

関連するシステム群

予算・財務情報管理システムの概要

登録 ➡ 確認 ➡ 承認 ➡ 管理
設定、

行政経営の判断・将来予測

ローコード
ノーコード
開発基盤

Webフォーム
作成ツール

ホームページ
生成

自動生成
ツール

データ

避難所ごとの避難者

避難予定者数

避難所ごとの避難者

避難予定者数確認・反映

全て内製で作成（情報部門２名）

市民 職員

ローコード・ノーコードツールで構築した仕組みの例
「避難所関連の情報の公開と登録業務」

（出典）「横浜市の予算・財務情報管理システムを構築開
始」 合同会社 令和４（ ）年１月 日
（

）を基に作成



通常、自治体では、庁内ネットワークを（１）個人番号利用事務系、（２） ※接続系、（３）イン

ターネット接続系に分離・分割して運用しています。このことにより、 接続系は、インターネッ

トからの直接通信を遮断されており、インターネット側からファイルを受け渡す際に無害化 安全なファ

イルへの再構成 を実施しています。

こうした対策により、高いセキュリティが確保されている一方で、近年、民間を中心に利用が進んで

いるクラウドサービスや電子契約、テレワークへの対応が進みにくい一因となっています。

第２章 計画改定の背景

〔３〕ゼロトラスト

自治体においても、ＳａａＳ※等のクラウドサービスの利活

用、職員の効率的な働き方の実現、新しい住民サービスの迅

速な提供等を可能にするため、現行のいわゆる「三層の対

策」について、国において抜本的な見直しが検討されていま

す。

自治体ネットワークを取り巻く変化

「三層の対策」によるセキュリティ対策の強化について （平成27（２０１５）年～）

市町村におけるネットワーク構成（イメージ）

個人番号利用事務系 LGWAN接続系 インターネット接続系

個人番号利用事務系で
は、端末からの情報持ち
出し不可設定等を図り、
住民情報流出を徹底し
て防止

LGWAN接続系とイン
ターネット接続系を分離
し、 LGWAN環境のセ
キュリティを確保

都道府県と市町村が協
力して、自治体情報セ
キュリティクラウドを構
築し、高度なセキュリ
ティ対策を実施

無害化通信

情報収集

ホームページ

メール

人事給与

文書管理

庶務

宛名 税

既存
住基

社会
保障

（分離） （リスク分断）

１ ２ ３

（出典） 地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの改定等に係る検討会 第８回
資料５ 今後の地方公共団体の情報セキュリティ対策に係る検討事項について（セキュリティの確保と利便性の向上関係）を基に
作成



第２章 計画改定の背景

ゼロトラストとは

ゼロトラストとは、内部ネットワークやデバイスからのアクセスを信頼せず、常にアクセスの

信頼性を検証することです。

ユーザーの挙動やデバイス・システムの状態、通信ログやセキュリティの脅威等の情報を収集

して、ユーザーからのアクセス要求を厳格にチェックし、その都度、動的なアクセス制御を行い

ます。

クラウドサービスを迅速に導入しやすくなるというメリットがある一方で、煩雑な作業が発生

したり、専門的な知見も必要であるなどの課題があることから、慎重な検討が進められています。

ゼロトラスト（イメージ） ✓ ユーザーの挙動（接続日時・過去の動作等）
✓ デバイスやシステム状態（IPアドレス※、SWバージョン等）
✓ 通信ログ、セキュリティの脅威等

挙動の常時監視・動的制御

デバイス（PC等）
業務システム、クラウド

サービス等
ユーザー

（出典） 地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの改定等に係る検討会 第８回
配付資料４ 次期ＬＧＷＡＮに関する検討会の検討状況について【地方公共団体情報システム機構資料】を基に作成



従来のフリー ※は、事前登録や認証手続が必要なものについては、行く先々でログイン等

の接続作業が必要となることから、利用者の手間となっています。

また、セキュリティ対策が不十分な一部のサービスでは、次のような問題が発生する恐れがあ

ります。

利用者の端末間の通信が暗号化されていない場合、第三者に通信内容を知られてしまう恐れが

あります。

盗聴などの手口によって不正にアカウント情報を入手し、正規の利用者になりすまして不正に

サービスを利用される恐れがあります。

第２章 計画改定の背景

〔４〕OpenRoaming（オープンローミング）

（オープンローミング）は、国際的な無線ＬＡ

Ｎ※ローミング基盤です。 一つのアカウント※により世界中で

利用でき、自動接続で利便性が高く、偽基地局や盗聴に対し

ても安全な公衆無線ＬＡＮ※が実現できます。

従来のフリーWi-Fiの課題

（出典）独立行政法人 情報処理推進機構 「公衆無線 利用に係る脅威と対策」
（ ）を基に作成

盗聴

なりすまし

・メール内容
・アクセス履歴
・書き込み内容
・ID/パスワード

ほか

（出典） 総務省 上手にネットと付き合おう！ 「個人情報について気をつけたいこと」
（ ）を基に作成

パスワード不要の
無料Wi-Fiスポットで

通信内容が
見られてしまった

Wi-Fi

通信内容

パスワードも
いらない無料
Wi－Fiスポッ
トを見つけた

んだ♪



第２章 計画改定の背景

東京都における導入の動き

東京都は、令和５（ ）年度に に対応した公衆 基盤を、観光施設等の都有

施設約 か所に構築する予定です。

は、一度の設定で国内・国外の対応の スポットに自動で接続することができ

るため、非常に利便性が高く、例えば観光客は、各施設でつなぎ直しをすることなく、インター

ネットに接続して観光情報を得ることができることが特徴です。

また、無線通信区間を暗号化し、対応アクセスポイントに自動接続する仕組みとなっているた

め、安全性が高く、盗聴やなりすましを防ぐことが可能です。

（参考）東京都「自治体で初めて （オープンローミング）に対応した公衆 基盤を構築、 か所でサービスを開始します。」
（ ）

（出典）「つながる東京」“安全安心”で“シームレス”な公衆 の普及に向けて！“OpenRoaming”（オープンローミング）の普及に
向けた取組をご紹介｜デジタルサービス推進部（東京都 公式）（ ）」を基に作成

（ ）

（接続アプリ 画面イメージ）

（ステッカー）
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２ 国のＤＸ推進の動向

「デジタル社会の目指すビジョン」を実現するための取組の体系

国は「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」において、デジタル社会の目指すビジョ

ンを示しており、令和３（ ）年９月にデジタル庁を設置し、現在も実現に向けた取組を推進

しています。その中には自治体のＤＸを支援するための取組も含まれています。

デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針

【デジタル社会の目指すビジョン】

デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、

多様な幸せが実現できる社会

～ 誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化 ～

デジタル社会の実現に向けた重点計画

デジタル社会形成基本法

デジタル・ガバメント推進方針

デジタル・ガバメント実行計画

官民データ活用推進基本法

世界最先端 国家創造宣言・
官民データ活用推進基本計画

自治体ＤＸ推進計画

自治体ＤＸ推進手順書

（デジタル基盤整備等）

デジタル田園都市国家構想

デジタル田園都市国家基本方針

デジタル田園都市国家構想総合戦略

理念や支援策を反映

統合 統合

取組を具体化 取組を具体化

取組を具体化

自治体の取組を具体化

手順を具体化

法制化

【自治体におけるDX推進の意義】

◼ 自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を
向上させるとともに、デジタル技術や 等の活用により業務効率化を図り、人的資源を
行政サービスの更なる向上に繋げていくこと

◼ データの様式の統一化等を図りつつ、多様な主体によるデータの円滑な流通を促進す
ることによって、 ※等により自らの行政の効率化・高度化を図るとともに、多様
な主体との連携により民間のデジタル・ビジネスなど新たな価値等が創出されること

デジタル田園都市
国家構想交付金 など
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自治体ＤＸ推進手順書

総務省は、自治体への支援として、ＤＸ推進の想定手順をまとめています。最初の手順は、

「ＤＸの認識共有・機運醸成」と「全体方針の決定」が必要であるとされています。

ステップ1 全体方針の決定

【基本的な考え方】

◼ においては、単に新たな技術を導入するのではなく、デジタル技術やデータも活用して、個
別の業務プロセスのうちの一部のデジタル化に止まることなく、利用者目線で、業務の効率化・
改善等を行うとともに、行政サービスに係る住民の利便性の向上につなげていくことが求めら
れる。

◼ を推進するに当たっては、首長や幹部職員によるリーダーシップや強いコミットメントが重
要である。

◼ 首長や幹部職員から一般職員まで、「 とはどういうものか」「なぜ今 に取り組む必要があ
るか」など基礎的な共通理解を初めに形成することが不可欠である。

◼ 自団体のビジョンを描きつつ、職員一人ひとりが、 は「身近で実践できるもの」であり、ビ
ジョンの実現に向かって、自ら実践しようとの意識を醸成することが重要である。

ステップ0 DXの認識共有・機運醸成

【全体方針の構成】

全体方針は、 推進のビジョン及び工程表から構成されるものとして整理しているが、各自治

体の計画策定状況によって様々な整理方法があるとされている。

【ビジョンの決定】

◼国（総務省）は、各自治体においては、地域の実情も踏まえて、自団体における 推進のビジョ
ンを描くことが求められるとしている。

（出典） 総務省「自治体 全体手順書【第 ２ 版】」 、 を基に作成

利便性の向上や業務効率化
ビジョン

工程表

等による行政の効率化・高度化や民間のデ

ジタル・ビジネスなど新たな価値等の創出

全体方針

➊

❷

自治体ＤＸ全体手順書 （一部抜粋） 〔自治体ＤＸ推進手順書を構成する一部〕
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３ 東京都のＤＸ推進の動向

シン・トセイ

東京デジタル2030ビジョン

◼ 戦略に掲げるプロジェクトを実践していく中で、「スピード」「オープン」「デザイン思考」
「アジャイル※」「見える化」の５つのキーワードを都政の新しいスタンダードとして庁内に定
着

改革実践の「５つのキーワード」

◼ プル型から、プッシュ型の行政サービスに変革する。
◼ 窓口ごとから、行政の垣根を越えたサービス提供に変革する。
◼ 顧客視点のニーズに応じたサービスに変革する。

3つの変革

◼ 改革の突破口となる「コア・プロジェクト」と「各局リーディング・プロジェクト」を掲げ、
短期集中で取り組む具体策を記載

◼ 令和７（ ）年を目途に「デジタルガバメント・都庁」の基盤を構築

「デジタルガバメント・都庁」の基盤を構築

◼ 官民のサービス提供の基盤となるデータベース（ベースレジストリ）を整備する。
◼ 国、都道府県、区市町村、民間のデータを連動させる。
◼ ポータルサイト※やアプリ等デジタルサービスの入口を整備し、利用者と行政をつなぐ。

基本的な枠組みの構築

◼ 子ども分野から先行実施
◼ 都内全域に展開
◼ 他分野にも拡大
◼ 他道府県にも波及
◼ 都を起点とする先駆的な取組が全国へ波及

ビジョンの実現に向けたアジャイルな取組
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GovTech東京

東京都は、令和５（ ）年７月に「一般財団法人 東京」を設立しました。これまでの

「シン・トセイ」戦略の策定や、デジタルサービス局設置により推進してきた都政のＤＸを、区

市町村を含めた東京全体のＤＸに拡大しようとしています。

区は 東京が実施する協働事業に参加し、システム等の共同化やデジタル人材のシェアリ

ングなどのサービスを活用し、港区版ＤＸを強力に推進していきます。

出典）東京の 推進強化に向けた新たな展開

（令和４年９月 東京都）を基に作成

◼ デジタル化に関する都民の満足度は、いまだ

に低い

◼ ＤＸの担い手となるデジタル人材が大幅に不

足している

◼ 今後爆増するデジタルサービスの品質確保が

課題

◼ 都庁の仕事を支えるシステム基盤の連携と効

率化が課題

◼ 区市町村でも、デジタル化を進める人材・ノ

ウハウの充実が課題

課題

◼ 都庁内部と外部の力を結集して、イノベー

ティブなサービスを生み出す仕掛け

◼ 高度なデジタル人材を採用・活用できる新た

な仕組み

◼ 共同調達など、区市町村も含めた東京全体の

ＤＸを推進する枠組み

◼ 行政と民間がフラットに 協働 できる場

方針

「GovTech東京」の設立

都デジタルサービス局との関係 ６つのサービス

◼ 都庁各局ＤＸ

◼ 区市町村ＤＸ

◼ デジタル基盤強化・共通化

◼ デジタル人材確保・育成

◼ データ利活用推進

◼ 官民共創新サービス創出

出典）東京の 推進強化に向けた新たな展開（令和４年９月 東京都）を基に作成

経緯

機能

戦略・
計画

統制 連携

開発

技術
支援 人材

都デジタルサービス局 GovTech東京

➢ 全体戦略、計画策定、ハード・ソフトの共通基盤づくりや政策誘導

➢ 都庁全体のデジタルに関する取組の統括

➢ 各局、区市町村とのサービス標準化・共通化の推進

➢ 区市町村含めた東京全体のデジタル人材の確保育成方針

➢ デジタル庁との連携・協力

➢ 迅速かつ高品質なサービスの開発・提供

➢ 各局、区市町村等への技術支援・助言

➢ 区市町村等による共通サービスのサポート

➢ 都・区市町村等のデジタル人材の確保・育成・教育

➢ 民間との共創による新たなサービスの創出

東京全体のDX推進を担う政策企画機能 高度な専門性を活かしたサービス開発機能
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４ 港区のＤＸ推進の現状

区では、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、来庁せずに必要な行政手続を可能とする

区民生活の実現に向け取り組んでおり、行政手続のオンライン化を順次進めています。

行政手続をインターネット上から行うことができる仕組みとして、電子申請サービスが利用可

能となっており、法令等によりオンライン化が困難な場合を除き、全行政手続のオンライン化に

取り組み、「行かない窓口」の実現を強力に推進しています。

また、令和５（ ）年５月からは、港区ＬＩＮＥ公式アカウントのリッチメニューに「電子

申請メニュー」を追加しています。

さらに、子育て関連の一部の手続では、「電子申請メニュー」からＬＩＮＥのトーク形式で申

請できる「ＬＩＮＥ電子申請」を導入しており、より簡易な方法で手続が実施できる環境を整備

しています。

行政手続のオンライン化

ＬＩＮＥでの電子申請サービスのイメージ

トーク形式で手続に必要な情報を入力する
ことで、申請ができます。
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ＲＰＡの活用

区は、人がパソコンを使って手作業で行っていた作業を、ソフトウェアにより自動で処理を行

うツールであるＲＰＡを導入することで業務効率化を進めています。

現在は、介護認定審査結果のシステム入力や保育園入園決定通知の作成など、庁内の 業務で

導入しています。今後もＲＰＡの導入拡大により業務を効率化し、「働きやすい職場づくり」及

び「区民サービスの向上」を推進していきます。

ＲＰＡによる業務自動化のイメージ

区は、平成 （ ）年度を「港区ＡＩ元年」と位置付け、区民サービスの向上と業務効率化

のため、各業務へのＡＩの導入を推進してきました。

現在「保育園入園ＡＩマッチング」、「ＡＩ議事録自動作成支援ツール」、「ＡＩ ＯＣＲ※」、

「ＡＩチャットボット※」、「ＡＩによる納税案内電話」等を導入しています。

ＡＩの活用
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災害時における駅周辺や道路等で混乱が生じないための情報発信や、平時における観光等の区

政情報を発信するため、平成 （ ）年９月から区が提供する公衆無線ＬＡＮ「Ｍｉｎａｔｏ

Ｃｉｔｙ Ｗｉ－Ｆｉ」のサービスを開始しています。

また、災害対策や観光情報の発信を拡充するため、平成 （ ）年１月に民間事業者と連携

協定を締結し、民間事業者が設置する公衆無線ＬＡＮを区の「Ｍｉｎａｔｏ Ｃｉｔｙ Ｗｉ－

Ｆｉ」として連携して運用しています。

さらに、区内の駅周辺や幹線道路の他、区有施設での配備を拡大するなど、効率的な通信環境

の整備を進めています。

Ｍｉｎａｔｏ Ｃｉｔｙ Ｗｉ－Ｆｉの設置場所（令和５（ ）年４月時点）

公衆無線ＬＡＮ

芝
地
区

１ 虎ノ門駅９番口

赤
坂
地
区

赤坂地区総合支所

２ 内幸町駅Ａ４番口 青山一丁目駅ＮＴＴビル付近

３ 新橋駅銀座口 赤坂駅氷川公園付近

４ 新橋駅前西口広場 外苑いちょう並木入口

５ 新橋駅前西口広場２ 外苑前駅外苑前歩道橋付近

６ 神谷町駅４番口 表参道駅Ｂ５番口

７ 御成門駅Ａ５番口 表参道駅Ｂ３番口

８ 港区本庁舎（芝地区総合支所） 高
輪
地
区

高輪地区総合支所

９ 大門駅Ａ６番口 白金台駅１番口

浜松町駅北口 泉岳寺交差点付近

田町駅三田口

芝
浦
港
南
地
区

芝浦港南地区総合支所

麻
布
地
区

六本木一丁目駅３番口 田町駅芝浦口

乃木坂駅駅前郵便局付近 品川駅こうなん星の公園付近

六本木駅６番口 品川駅港南口

六本木駅４番口 お台場学園前

麻布地区総合支所 お台場レインボー公園前

麻布十番駅５番口 お台場海浜公園東口広場

広尾駅１番口 芝浦港南地区総合支所台場分室

赤
坂
地
区

赤坂見附駅豊川稲荷前歩道橋付近 お台場海浜公園中央駐車場付近

赤坂見附駅１番口 台場交差点付近

公衆無線ＬＡＮ

サービス ▶
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情報システムの安全性及び評価制度

区は、障害時や災害時における安定したシステム運用に向けて、行政情報システム及び内部情

報系システムに仮想サーバを導入し、効率的な資源活用に向けて仮想化基盤を構築し、クラウド

化するなど、情報システムの効率性・安全性の向上を図っています。さらに、国（総務省）の

「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき、港区情報

安全対策指針を策定し、体系的、総合的かつ継続的な情報セキュリティ対策を実施しています。

また、システムをより適切で効果的に構築・導入するため、システム評価制度としてシステム

アセスメントを導入しています。システム化に伴う潜在的リスクの発見や、事務軽減効果、経費

節減効果等の定量的効果と住民サービス効果や刷新効果等の定性的効果の両面から評価を行い、

効率的で効果的なシステムを構築・導入しています。

民間との協働による区民サービスの向上や地域経済の活性化、行政の透明化などへ向け、区が

保有する公共データを誰もが二次利用できるように、機械判読に適した形式に加工したオープン

データの公開を平成 （ ）年６月から開始しました。

オープンデータ公開数の増加に伴い、港区独自の「港区オープンデータカタログサイト※」を

開設し、令和５（ ）年３月現在、約 種類 ファイルを公開しています。令和４

（ ）年度の年間ダウンロード数は約 回となっており、多くの方に利用されています。

港区オープンデータ

カタログサイト▶

保育園のオープンデータを活用した事例

オープンデータ
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デジタル人材の育成

区は、平成 （ ）年度から、全職員を対象にデジタルリテラシーに関する研修を実施して

おり、区職員のポータルサイトを通じてオンラインでＤＸ研修動画を公開しています。

また、職員に向けたＤＸ展示会を開催するほか、ＡＩ、ＲＰＡや情報セキュリティなどの最新

のＤＸに関する情報を発信しています。

さらに、令和５（ ）年度からは所管課のＤＸを牽引する「ＤＸ推進リーダー」を育成する

研修を実施するなど、区のデジタル人材の育成を推進しています。

区は、令和５（ ）年度から部長級組織を新設し、区政のあらゆる分野においてＤＸの取組

を強化することで、デジタルを駆使した事業や取組の質を向上させ、業務の効率化や区民の利便

性の更なる向上、そして新たな価値の創出に取り組んでいます。

あらゆる分野のＤＸを強力に推進するため、企画課デジタル改革担当と情報政策課が連携し、

所管課に対する支援を強化することで、全庁横断的なＤＸを推進しています。

展示会の様子

ニュースレターを庁内掲示板で発信研修動画を公開

デジタル改革担当部門の設置



ＤＸの取組

第 章３



１ 取組の体系

指針とＤＸの取組

港区ＤＸ推進基本理念

めざす将来のイメージ

実現のためのアクション

指針１

指針２

指針３

指針４

施策

施策

施策

施策

区民サービス向上のための取組の推進

情報発信と協働推進に向けた取組の推進

効率的な区政運営のための取組の推進

信頼されるデジタル活用に向けた取組の推進

４つの指針、 ８つの施策、 ５９の取組

取組

取組

取組

取組

施策

施策

施策

施策

取組

取組

取組

取組

取組

取組

取組

取組

取組

取組

取組

取組

第３章 ＤＸの取組

「港区ＤＸ推進基本理念」がめざす将来のイメージを実現するため、本計

画では の「ＤＸの取組」（以下、取組）を実施します。

また、４つの指針を掲げ、それぞれに関連する取組を施策ごとに分類し、

体系的にまとめています。
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施策２ あらゆる分野でデジタルを活用し質の高い行政サービスを実現

施策１ デジタル技術を駆使した手続・窓口の推進

取組１ いつでもどこでも簡単に手続ができる行政手続のオンライン化

取組２ オンラインでも窓口でもキャッシュレス決済が可能な区役所の推進

取組３ 待たない・書かない窓口の実現

取組４ どこからでも受講できる講座等のオンライン配信

取組５ 「福祉総合窓口」の相談記録のデータ化の推進

取組 【清掃分野】 廃棄物処理手続のデジタル化推進

取組 【環境分野】 デジタル技術を活用した区有施設の省エネルギー化

取組 【交通分野】 デジタル技術の活用による地域交通ネットワークの充実

取組１ 【広聴分野】 デジタル技術を活用した区民の声の分析・区政への反映

取組 【防災分野】 災害時における迅速な情報伝達

取組 【土木分野】 区民と協働した道路・公園等の管理

取組 【教育分野】 デジタル技術を活用した学校教育

取組 ７ 【教育分野】 図書館サービスのデジタル化

取組 ８ 【教育分野】 自然・歴史文化資源のデジタル形式の保存と公開

取組２４ 【住宅分野】 区民向け住宅における各種申請のデジタル化

取組２０ 【子育て分野】 ＡＩを活用した児童虐待・児童相談対応支援

指針 区民サービス向上のための取組の推進１

取組の体系図

取組６ 時間受付可能なイベント等のオンライン予約受付

取組 ２ 【地域分野】 便利で快適な区民生活を実現する公衆無線ＬＡＮの整備

取組２３ 【健康分野】 デジタルを活用した介護予防・健康づくり

取組１ 【防災分野】 帰宅困難者対策のデジタル化

取組１９ 【子育て分野】 保育園と保護者間連絡のデジタル活用

取組２１ 【子育て分野】 ＡＩを活用した電話相談対応

取組２５ 【医療分野】 デジタルを活用した地域医療体制の充実

取組２６ 【介護分野】 介護ロボットやデジタル機器を活用した介護サービスの充実

拡充

拡充

新規

新規

新規

新規

拡充

拡充

新規

拡充

拡充

拡充

取組 ６ 【教育分野】 デジタル技術を活用した学校教育

取組 ４ 【防災分野】 を活用した安否確認

取組１５ 【防災分野】 避難確保計画のデジタル化 新規

新規
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施策４ 豊かな地域社会を育む参画と協働の推進

施策３ 多様な暮らしを支える効果的な情報発信の推進

指針 情報発信と協働推進に向けた取組の推進２

取組２ すぐに伝わるデジタルサイネージを活用した区政情報の発信

取組 誰でもわかるデジタルを活用した魅力的な観光情報・文化芸術事業等の発信

取組３０ 区ホームページを基盤とした情報発信の充実

取組３１ ＬＩＮＥで届く区政情報のプッシュ型配信

取組３２ 伝わりやすい障害者への情報発信

取組３３ 時間相談できる子どもが相談しやすい体制の充実

取組３４ 各家庭のニーズに合わせた子育て情報提供の充実

取組３６ いつでも災害リスクを確認できる各種ハザード情報の提供

取組３５ 地域の情報をデジタルに共有するデジタル回覧板の活用

取組 デジタルを活用した子育て支援に関する情報発信の充実

取組３７ 地域社会のＤＸ推進を検討するＭＩＮＡＴＯ ＤＸ カンファレンスの開催

取組３８ オンラインを活用した全国自治体との情報共有・意見交換

取組 ９ 新たな価値を創造するオープンデータの推進

取組４１ スマートシティの実現に向けた都市ＯＳの検討

取組４０ 利便性の高い区民生活を実現する高度な通信基盤整備

取組４２ 多様な主体との協働によるシティプロモーションの推進

取組４４ 高齢者・障害者のデジタルデバイド対策

取組４５ 中小企業ＤＸ促進支援事業

取組４３ 港区町会・自治会まるごとデジタル支援事業

取組４６ 官民協働でのＬＩＮＥと生成ＡＩチャットボットを活用した子育て支援

拡充

拡充

新規

拡充
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施策６ デジタル技術やＡＩを活用した業務効率化・適正化の推進

施策５ デジタル社会の実現に向けたデータ利活用の推進

指針 効率的な区政運営のための取組の推進３

施策８ 強靭な情報セキュリティ確保のための基盤・体制整備

施策７ ＤＸを推進するデジタル人材の育成

指針 信頼されるデジタル活用に向けた取組の推進４

取組４７ 新たな政策を生み出す行政情報分析基盤の活用

取組４８ 財務データを活用した財政運営の透明化

取組４９ ＲＰＡやノーコードツール・ローコードツールを活用した業務効率化の推進

取組５０ 多様な働き方を支えるテレワークの推進

取組５１ 庁内業務のデジタル化の推進

取組５２ システム標準化による効率的なシステム管理

取組５３ ＡＩを活用した納税の推進

取組５４ 生成ＡＩを活用した事務執行サポートサービスの導入

取組５５ デジタルリテラシーの向上

取組５６ 情報セキュリティ知識の周知・徹底

取組５７ 情報セキュリティ監査

取組５８ 情報セキュリティインシデント発生時のＣＳＩＲＴの運用

取組５９ ＡＩ等最新の情報セキュリティ技術の検討

拡充

拡充

拡充

新規

拡充

拡充

拡充

拡充
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めざす方向性

区民サービス
向上のための
取組の推進

指針

１

関連するSDGs

施策２ あらゆる分野でデジタルを活用し質の高い行政サービスを実現

施策１ デジタル技術を駆使した手続・窓口の推進

ＤＸの柱として掲げる行政手続のオンライン化やキャッシュレス化をさらに推し進め、ただオンラ

イン化するだけでなく、区民がより利用しやすいものへと進化させていきます。

また、これまで進めてきた窓口のキャッシュレス対応だけでなく、オンラインでもキャッシュレス

決済ができるようにするなど、より質の高いデジタルを活用した手続・窓口を推進します。

子育て、教育、防災など、あらゆる分野において、デジタルを活用した質の高い行政サービスの

提供を進めます。

様々な分野において、デジタルを活用した取組が普及することで、区民の行政サービスへの利便

性や満足度を高めるとともに、行政の信頼性を向上させます。

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

施策

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

成果指標

成果指標名 実績値
令和４（2022）年度

計画目標値
令和８（2026）年度末

政策（ ）「先端技術の活用により利

便性の高い区民生活を実現する」に

ついて満足している区民の割合

ｘｘ ％ ％

ー

目標

実績

％

％

これまで行政手続のオンライン化や

キャッシュレス化を中心に、様々な分野で

デジタルを活用したサービスの拡充に取

り組んできました。

今後は、ただオンライン化するだけでな

く、誰もがわかりやすく利用しやすいもの

へと進化させ、質の高い行政サービスの

提供に取り組みます。

あらゆる分野で、ドローンやメタバース

などの先端技術を活用したＤＸを推進し、

区民サービスの質の向上を図ります。



主な取組

第３章 ＤＸの取組

港区の現状

施策２ あらゆる分野でデジタルを活用し質の高い行政サービスを実現

施策１ デジタル技術を駆使した手続・窓口の推進

取組１ いつでもどこでも簡単に手続ができる行政手続のオンライン化

取組９ 【交通分野】 デジタル技術の活用による地域交通ネットワークの充実

取組 【防災分野】 ＡＩを活用した安否確認

取組２ オンラインでも窓口でもキャッシュレス決済が可能な区役所の推進

取組６ 時間受付可能なイベント等のオンライン予約受付

取組 ４ 【住宅分野】 区民向け住宅における各種申請のデジタル化

└ 来庁せずにオンラインで行政手続の申請が可能な環境を整備することで、区民の利便性を向上させます。

└ 場所にかかわらずに、キャッシュレス決済が可能な環境を整備することで、区民の利便性を向上させます。

└ 時間受付可能なインターネット予約を開始することで 、 イベントや事業の申込者の利便性を向上させます。

└ ※の推進や、スマートバス停の導入により、区民等の交通利便性を向上させます。

└ ＡＩによって安否情報を迅速に集約し、災害時の支援開始時間を大幅に短縮させます。

└ 区民向け住宅入居者の申請手続を簡略化することで、区民の負担を軽減します。

これまでも区民サービスの利便性向上のために、 電子申請の導入など先駆的な取組を実施し

ており、窓口業務や問合せ対応において、成果を上げています。

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

電子申請のイメージ
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区民サービス向上のための

取組を推進すると

どんな未来になる？

わざわざ会社を休んで

区役所に行かなくても、

お昼休みにスマートフォンで

簡単に手続できるわ。

最近は、手数料の支払も

オンライン決済なのよね。

余裕ができたから、その時間、

自分磨きに使おうかしら！

お昼休憩中の

会社員 赤坂さん

（写真） 青山ツインビルから赤坂御所・赤坂見附方面を望む

取組１ いつでもどこでも簡単に手続ができる行政手続のオンライン化

取組２ オンラインでも窓口でもキャッシュレス決済が可能な区役所の推進

みんなで
想像
しよう

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進



第３章 ＤＸの取組取組 ０ 【土木分野】 区民と協働した道路・公園等の管理

（写真） 有栖川宮記念公園

道路に凹みがあったので、

スマートフォンで通報したら

すぐ直してくれたよ。

子どもたちも通る道だから、

地域のみんなが喜んでるよ。

（出典） 東京都 「 」を基に作成
（ ）

散歩中の

自治会長

品川さん

保育園の出欠連絡や

連絡帳が、アプリになった

おかげで、病気のときの

欠席連絡がスムーズに

なったんですよ。

朝の保育園は大忙しで、電話

するのが申し訳ないですしね。

保育園の写真を見て、夫婦の

会話も弾んでいます。

（写真） 御盾橋

保育園のお迎えから

帰宅途中の青山さん御一家

取組１９ 【子育て分野】 保育園と保護者間連絡のデジタル活用

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進
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取組

1

概要

効果

来庁しなくても、パソコンやスマートフォンからオンラインで行政

手続が申請可能な環境を整備します。

マイナンバーカード※を活用した手続の簡略化など、手続をス

ムーズに行うための工夫をさらに進めるとともに、電子申請データ

をとりまとめ、業務システムに連携する仕組みを導入します。

これまでの窓口等による手続に加えて、いつでもどこでもオンラ

イン上で行政手続が可能になることにより、区民の利便性が向上す

るとともに、申請手続等の簡素化や迅速化が実現します。

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
１

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
駆
使
し
た
手
続
・
窓
口
の
推
進

デジタル技術を駆使した手続・窓口の推進

施策

１

いつでもどこでも簡単に手続が
できる行政手続のオンライン化

港区電子申請ポータル

関連
計画等

港区基本計画

目標
年次

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。

令和５（202３）年度 令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度

オンライン化
％達成＊

法改正等に順次対応し、オンライン化 ％を維持
オンライン申請を簡略化する仕組みなどを順次導入

＊法令等の制限によりオンライン化できない手続を除く
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取組

2

概要

効果

来庁することなく決済可能な環境や来庁時におけるキャッシュレ

ス決済可能な環境を整備します。

証明書等の発行手数料や施設使用料に加え、区有施設において

開催される事業の参加費など、区のあらゆる手続の決済において、

オンライン決済を含めたキャッシュレス化を図ります。

現金以外の決済手段を導入することで、選択肢が増え、区民の利

便性が向上します。

来庁せずに必要な行政手続ができます。

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
１

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
駆
使
し
た
手
続
・
窓
口
の
推
進

デジタル技術を駆使した手続・窓口の推進

施策

１

オンラインでも窓口でもキャッシュレス
決済が可能な区役所の推進

関連
計画等

港区基本計画

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

区のあらゆる手続の決済におけるキャッシュレス化を実現

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。
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取組

3

概要

効果

区民等がパソコンやスマートフォンの画面から、引越しに伴う

個々の状況に応じた手続について、自宅等から事前に確認するこ

とができ、また、来庁時には氏名や住所などを何度も書かずに複数

の申請書を一括で作成することが可能となる窓口総合支援システ

ムを導入し、窓口における効率化を図っています。今後は、マイナン

バーカードを活用した引越しワンストップサービス※の導入やタブ

レットの更なる活用など、より利便性の高い窓口運用について引き

続き検討します。

申請書や届出書の作成にかかる区民等の負担を軽減します。

ライフイベントに伴う届出や子ども、高齢者、障害者等の福祉関

連の必要な手続について、生活の状況に合わせて案内できます。

窓口での待ち時間を短縮し、混雑を緩和します。

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
１

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
駆
使
し
た
手
続
・
窓
口
の
推
進

デジタル技術を駆使した手続・窓口の推進

施策

１

待たない・書かない窓口の実現

引越し手続ナビ（窓口総合支援システム）導入後の区民課窓口イメージ

Before

After

聞き取りで手続を
特定してると対応に
時間が掛かるなあ。

何の手続が
必要なのか、
わからないよ。

何度も氏名と住所を
書かないといけない
なんて面倒くさい。

自宅で事前入力 窓口サービス係で二次元コード提示

他の手続に
データ連携

窓口サービス係 保健福祉係

氏名・住所が
記載された申請書

⚫ 質問に答えると、自分が該
当する手続がわかります。

⚫ 氏名や住所を事前入力でき
ます。

氏名・住所が
記載された申請書

提示

⚫ 手続がこれまでより短時間で完了します。

⚫ 氏名と住所を何度も書く手間がなくなります。

引越し手続で
よくある悩み

関連
計画等

港区基本計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。
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取組

4

概要

効果

各種相談、生涯学習講座、スポーツ教室や介護予防事業など、区

民等が実施会場に来場せずとも、気軽に参加したりサービスを受

けることができるよう、オンラインによる講座等を積極的に実施し

ます。

関連
計画等

時間や場所の制約なく講座等に参加できます。

自宅にいながらオンライン講座の受講や経営に関する相談がで

きます。

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
１

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
駆
使
し
た
手
続
・
窓
口
の
推
進

デジタル技術を駆使した手続・窓口の推進

施策

１

どこからでも受講できる講座等の
オンライン配信

港区産業振興プラン

港区地域保健福祉計画

港区スポーツ推進計画

港区生涯学習推進計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

5

概要

効果

「福祉総合窓口」に寄せられる高齢、障害、保健、生活困窮等の保

健福祉に関する相談を「相談記録システム」にデータで保存し、相談

を担当する職員間で共有します。

統一的な方法で記録された、相談や支援の履歴、世帯の状況な

どの相談記録に基づき、相談者に寄り添った丁寧な相談支援が可

能になります。

また、相談者だけではなく、相談者の世帯の情報も共有すること

で、世帯全員の支援に繋げることが可能になります。

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
１

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
駆
使
し
た
手
続
・
窓
口
の
推
進

デジタル技術を駆使した手続・窓口の推進

施策

１

「福祉総合窓口」の相談記録の
データ化の推進

デジタル技術を活用し、相談内容を統一的な方法で記録するイメージ

複合的な福祉課題への迅速な対応 世帯全員の支援の実現

福祉総合窓口

高齢

障害

保健

生活困窮

相談内容

＜内容＞

統一的な方法で記録

◼ 相談や支援の履歴

◼ 世帯の状況

など

相談員

相談員

相談員

相談員

など

【効果】

【課題】 相談内容が年々、複雑化・複合化している

関連
計画等

港区地域保健福祉計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

6

概要

効果

区のイベントや事業の申込について、みなとコールでの電話によ

る受付に加えて、 時間受付可能なインターネット予約を開始し、

利用者の都合の良いタイミングでの受付を可能にします。

また、インターネット予約の導入に合わせ、抽選申込を開始します。

時間受付可能とすることで、イベントや事業の申込者の利便

性が向上します。

抽選制導入により、みなとコールへの電話混雑を低減させ、コー

ルセンターへの電話がつながりやすくなります。

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
１

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
駆
使
し
た
手
続
・
窓
口
の
推
進

デジタル技術を駆使した手続・窓口の推進

施策

１

２４時間受付可能なイベント等の
オンライン予約受付

運用イメージ

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度目標
年次

システム導入
抽選申込を開始 継続



第３章 ＤＸの取組

取組

7

概要

効果

無料通話アプリを用いた粗大ごみの申込、支払やＡＩチャットボッ

トによる問合せ対応など、廃棄物処理に係る各種手続にデジタル

技術を活用し、利用者が外出せず、時間を選ばずに、キャッシュレス

で便利に手続ができる仕組みを構築します。

関連
計画等

無料通話アプリやＡＩチャットボットなどの導入により、廃棄物処

理の各種手続が申請しやすくなります。

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

【清掃分野】
廃棄物処理手続のデジタル化推進

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

港区一般廃棄物処理基本計画

みなと粗大ごみ受付センターのホームページ

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

8

概要

効果

区有施設における更なる二酸化炭素排出量の削減や省エネル

ギー化の実現に向けて、センシング技術※をはじめとしたデジタル

技術の活用による空調設備機器の運用の効率化について検討しま

す。

関連
計画等

空調等設備機器の運用を効率化することにより、省エネルギー化

がなされ、二酸化炭素排出量が削減されます。

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

【環境分野】
デジタル技術を活用した区有施設の省エネルギー化

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

港区環境基本計画

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

システム試行導入
効果検証 システム導入検討

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

9

概要

効果

民間事業者、交通事業者、区等が連携してＭａａＳを推進するとと

もに、ＭａａＳによって得られるデータを収集・蓄積し、地域交通

サービスへ活用します。

また、デジタルサイネージ※を活用したバス停を導入し、バスロ

ケーションシステムを活用したリアルタイムバス情報や乗換情報等

を配信します。

関連
計画等

快適な地域交通ネットワークの形成により、区民等の交通利便性

が向上します。

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

【交通分野】
デジタル技術の活用による地域交通ネットワークの充実

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

港区総合交通計画

とは

（出典）国土交通省「日本版 の推進」

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

スマートバス停の
効果検証

スマートバス停の導入拡大検討
ＭａａＳの推進

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

1０

概要

効果

東京都と連携し、区民等が道路・公園等の損傷や不具合をスマー

トフォンから簡易に通報できるシステムを運用しています。

区民と協働した道路管理により、区内の道路・公園等の迅速な補

修や適切な管理を実現します。

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

【土木分野】
区民と協働した道路・公園等の管理

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２



取組

1１

概要

効果

区民が意見や提案を区に対して容易に送ることができるよう、

区ホームページや区のＬＩＮＥ公式アカウントを通じて、区政への意

見等を送る環境を整備しています。

さらに、区民から送られた区政への意見や提案、区の対応等を蓄

積したデータを、デジタル技術を用いて分析し、区政に有用な知見

を得て施策に反映する仕組みを整備します。

区民の意見・アイデアに気が付き、潜在的なニーズを把握しやす

くなります。

区民ニーズにマッチした施策の検討をスピーディに行いやすくな

り、区民生活の向上に貢献します。

【広聴分野】
デジタル技術を活用した区民の声の分析・区政への反映

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

第３章 ＤＸの取組 指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

運用イメージ

関連
計画等

港区基本計画

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

システム導入 継続

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



取組

1２

概要

効果

地域災害情報システムを区民への情報発信に関わるシステムと

自動連携し、地域災害情報システムから一元的に情報発信をするこ

とにより、区内在住・在勤者等に向けた情報伝達をタイムリーに実

施します。

関連
計画等

情報収集に必要となる時間を短縮することで、住民に向けた避

難情報の発令や避難所の開設の迅速化につなげます。

【防災分野】
災害時における迅速な情報伝達

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

第３章 ＤＸの取組指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

港区地域防災計画

アラート

水位・雨量計
監視システム

計測震度計
システム

東京都水防情報

国土交通省水害
リスク・河川情報

気象庁防災情報
システム

東京都

情報収集
サービス

福祉総合
システム

東京都

緊急速報メール

防災行政無線

港区防災ラジオ

避難所開設状況
システム

防災
ポータルサイト

防災情報メール
（職員向け）

防災情報メール
（区民向け）

区公式

地域災害
情報システム

区民

通勤・通学者

帰宅困難者

アラート

自動連携 自動連携

災害発生時の情報連絡

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

1３

概要

効果

東京都と連携し、帰宅困難者の一時滞在施設の受入れ時に、

の二次元コードを用いた受付方法の導入を検討します。

また、デジタルサイネージやバナー広告を活用し、災害時に帰宅

困難者の一時滞在施設への速やかな案内誘導につなげます。

関連
計画等

一時滞在施設の受入対応をデジタル化することで、帰宅困難者

の受入時間の短縮を実現し、災害時に迅速に対応することができ

ます。

帰宅困難者がデジタルサイネージに表示される二次元コードを

読み取ることで、一時滞在施設の情報を入手し、安全かつ適切な避

難行動をとることができます。

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

【防災分野】
帰宅困難者対策のデジタル化

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

港区地域防災計画

帰宅困難者対策訓練の様子

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

一時滞在施設の受入対
応のデジタル化を実現 継続

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



取組

1４

概要

効果

要配慮者の安否を確実かつ速やかに把握し、支援開始までの時

間を大幅に短縮するために、対象者の安否確認を自動的に一斉発

信する電話システムと、ＡＩによって安否情報を集約する仕組みを

導入します。

オートコール（一斉架電）とＡＩを組み合わせたシステムにより、対

象者に一斉に架電して安否確認を行うとともに、確認した内容を

自動でテキスト化します。また、応答がなかった方には自動で再架

電します。

関連
計画等

オートコールとＡＩによる安否確認を導入し、支援開始時間を大幅

に短縮します。

安否確認を一斉に行うことで、職員が迅速かつ手厚く支援活動

に対応できるようになります。

【防災分野】
ＡＩを活用した安否確認

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

港区地域防災計画

目標
年次

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度

システム導入 継続

要配慮者の安否確認のシステムのイメージ

発
災

電
話
発
信

応
答

テ
キ
ス
ト
化

分
析

安
否
確
認

一
斉

災害が発生した時に
特に支援が必要とな
る方（高齢者、障害
のある人など）

AI

• 応答したことを把握
• 危険な状態を表す
発言を認識した場
合、テキストを強調

要配慮者とは

第３章 ＤＸの取組指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現



第３章 ＤＸの取組

取組

1５

概要

効果

区の地域防災計画に定められた高齢者施設等の要配慮者利用施

設が作成する避難確保計画の作成を支援するため、避難確保計画

作成支援システムを導入し、災害時における要配慮者利用施設の

利用者の円滑な避難を確保します。

関連
計画等

避難確保計画作成支援システムを導入し、避難確保計画をデジタ

ル化することで、施設職員の計画作成業務や区職員の受付・点検業

務の負担を軽減し、各施設で正確かつ確実な避難確保計画を作成

することができるようになり、災害時の円滑な避難を実現します。

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

【防災分野】
避難確保計画のデジタル化

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

港区地域防災計画

目標
年次

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度

システム導入 継続

課題

システムによる避難確保計画作成支援のイメージ

避難確保計画
作成支援システム 区職員

計画作成業務の
負担軽減

受付・点検業務の
負担軽減

・定型フォーマット利用
・問答形式
・データの再利用

概要
・

メリット

• 施設を利用する要配慮者の円滑かつ迅速な避難の
確保のためには、計画が有効

• 計画の作成や点検には、職員に相当な負担が発生

高齢者施設



取組

1６

概要

効果

ＧＩＧＡスクール構想※を実現するため、オンライン学習の実施や

デジタル教科書の活用を推進します。

また、電子黒板や校務支援システムを有効活用し、教員の校務負

担軽減を図ります。

今後、デジタル機器を効果的かつストレスなく使用するためのデ

ジタル環境整備の強化、学校で安全・安心にデジタル機器を利用す

るための情報セキュリティ体制の確保に取り組みます。

ＧＩＧＡスクール構想の実現により、児童・生徒の情報リテラシー

を育み、多様な学びを支えます。

児童・生徒の「主体的に学習に取り組む態度の育成」「学習内容へ

の深い理解の促進」「思考力・判断力・表現力等の育成」を推進する

ことで、学力及び情報活用能力が向上します。

【教育分野】
デジタル技術を活用した学校教育

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

第３章 ＤＸの取組指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

学校のデジタル環境

関連
計画等

港区学校教育推進計画

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

デジタルを活用した授業の実施率を区立小学校で６０％、区立中学校で 実現

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



取組

1７

概要

効果

電子書籍サービスについて、利用者ニーズを踏まえた電子書籍

のタイトル数を増やし、コンテンツ※を充実します。

図書館システムを更新し、利用者のスマートフォン等で図書館

カード番号のバーコードを表示することができるようになります。

三田図書館に導入している座席予約システムについて、他の区

立図書館への拡充を検討します。

関連
計画等

電子書籍サービスの提供により、利用者は場所や時間にかかわ

らず図書館資料の利用ができます。

図書館カードを持参しなくてもスマートフォン等により、図書館

資料を借りることができるようになり、利用者の利便性が向上しま

す。

【教育分野】
図書館サービスのデジタル化

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

第３章 ＤＸの取組 指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

港区立図書館サービス推進計画

港区電子図書館ホームページ

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

システム更新 継続

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



取組

1８

概要

効果

区内の自然・歴史文化資源に、誰もが容易にかつ楽しく触れるこ

とができるよう、文化財や郷土資料の画像をデジタル形式で保存

し、郷土歴史館ホ―ムページ内の「デジタルミュージアム」での公開

を推進するとともに、コンテンツを拡充します。

デジタル形式で資料の保存や公開をすることで、貴重な区の自

然・歴史文化資源の破損や劣化を防止し、誰もが容易に利用するこ

とができます。

所蔵資料をインターネットを通じて、いつでも閲覧することがで

きます。

【教育分野】
自然・歴史文化資源のデジタル形式の保存と公開

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

第３章 ＤＸの取組指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

デジタルミュージアム

関連
計画等

港区基本計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



取組

１９

概要

効果

区立保育園における保育士の業務負担軽減を図り、更なる保育

の質の向上を図るため、登降園管理や書類作成等の保育業務を支

援するシステムを導入しています。

令和６（ ）年度にシステムを更新し、連絡帳製本、写真共有

などの新たな機能を拡充し、保護者と保育士の連絡のデジタル活

用をさらに推進します。

連絡帳製本や写真共有など、新たな機能を拡充することで、保育

園利用における保護者の利便性が向上します。

また、保育士の業務負担を軽減するとともに、保育の質が向上し

ます。

【子育て分野】
保育園と保護者間連絡のデジタル活用

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

第３章 ＤＸの取組 指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

関連
計画等

港区地域保健福祉計画

港区子ども・子育て支援事業計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



取組

２０

概要

効果

児童虐待等の相談・調査時に、訪問先での状況を迅速に把握・共

有・記録することができ、対応記録に基づく判断支援を行う「ＡＩを

活用した児童虐待・児童相談対応支援システム」を導入し、質の高

い支援を充実します。

関連
計画等

訪問時の情報を迅速かつ正確に情報共有することで、児童支援

の質と量が向上します。

これまで帰所後に作成していた記録を訪問先で作成したり、虐待

リスクの評価に活用することができるようになり、職員の業務負担

を軽減します。

港区基本計画

港区地域保健福祉計画

【子育て分野】
ＡＩを活用した児童虐待・児童相談対応支援

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

第３章 ＤＸの取組指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

システム導入 継続

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



取組

２１

概要

効果

ＡＩを活用した通話音声テキスト化・モニタリングシステムを導入

し、相談記録業務のデジタル化による業務効率化と相談業務の質

の向上を図ります。

相談記録業務をデジタル化することで、職員の業務負担を軽減

し、相談業務の質が向上します。

【子育て分野】
ＡＩを活用した電話相談対応

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

第３章 ＤＸの取組 指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

関連
計画等

港区基本計画

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

システム導入 継続

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



取組

2２

概要

効果

区民や来街者が必要なときにインターネット環境にアクセスし、

デジタル技術を活用できる環境を整備するとともに、災害や通信

障害発生時においては安定的な通信環境を確保する必要がありま

す。屋内区有施設のみならず、区立公園等の屋外においてもデジタ

ルサービスを享受できるような公衆無線ＬＡＮ環境を充実します。

また、無線通信区間の暗号化による安全性向上や自動接続の利

便性の向上を図り、一つのアカウントで他の自治体等でも広く利用

可能な、公衆無線 の共通化を検討します。

屋外の公衆無線ＬＡＮの拡充により、屋外でも必要なときに区政

情報等の確認やデジタルサービスを利用でき、区民の利便性が向

上します。また、災害時における通信環境の安定的な供給を実現す

ることで、区民の安心・安全を確保することができます。

【地域分野】
便利で快適な区民生活を実現する公衆無線ＬＡＮの整備

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

第３章 ＤＸの取組指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

平常時 災害時

屋外の公衆無線 の拡充の効果のイメージ

災害時の通信環境の安定供給区政情報の確認や
デジタルサービスの利用

関連
計画等

港区基本計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



取組

２３

概要

効果

いきいきプラザ等の施設に通うことなく、気軽に楽しみながら介

護予防に取り組める専用のアプリを導入し、フレイル予防等を推進

します。

施設に来なくても高齢者が自分のペースで気軽に介護予防に取

り組むことができ、健康寿命の延伸につながります。

【健康分野】
デジタルを活用した介護予防・健康づくり

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

第３章 ＤＸの取組 指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

関連
計画等 港区地域保健福祉計画

アプリの利用イメージ

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

２４

概要

効果

住宅管理システムを改修することで、区民向け住宅入居者の申

請手続を簡略化、審査事務効率化を図ります。

関連
計画等

申請書や届出書の作成に係る区民の負担を軽減します。

定型的・反復的な業務をシステム化し、業務効率化・適正化を実

現します。

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

港区住宅基本計画

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

【住宅分野】
区民向け住宅における各種申請のデジタル化

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

システム改修 継続

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



取組

２５

概要

効果

地域医療体制の充実を図るため、区内の診療所等に対してマイ

ナンバーカードを用いた資格確認のシステム整備費用に関する助

成制度を実施し、診断、治療等の質の向上を図ります。

重複投薬の防止や受付業務の効率化等、区民に質の高い医療を

提供することにつながります。

【医療分野】
デジタルを活用した地域医療体制の充実

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

第３章 ＤＸの取組 指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

関連
計画等

港区地域保健福祉計画

（出典）マイナンバーカードの健康保険証利用について（厚生労働省）

マイナンバーカードを用いた資格確認システム

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

２６

概要

効果

介護人材の確保、定着及び育成に向けた支援とともに、介護ロ

ボット及びデジタル機器の導入を促進し、介護サービス事業者への

支援の充実を図ります。

関連
計画等

介護職員の負担軽減、業務の効率化及び職場環境が改善され、

介護サービスの質が向上します。

指針１ 区民サービス向上のための取組の推進

港区地域保健福祉計画

指
針
１

区
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現

【介護分野】
介護ロボットやデジタル機器を活用した介護サービスの充実

あらゆる分野でデジタルを活用し
質の高い行政サービスを実現

施策

２

（出典）介護ロボットとは（厚生労働省）

介護ロボットの一例（装着型パワーアシスト）

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

めざす方向性

これまで 等のデジタル媒体を活用し、

積極的な情報発信に取り組むとともに、オン

ラインを活用し、多様な主体と連携するなど、

協働を推進してきました。

今後は、デジタルデバイド※にも配慮しつつ、

多様化する情報取得のニーズを踏まえ、ＳＮＳ

やデジタルサイネージなど、伝えたい相手に適

した媒体を組み合わせ、効果的かつ効率的に

区政情報を発信します。

また、官民連携や全国連携による協働を推

進し、行政だけでは困難な課題の解決を図る

など、多様な主体とのネットワークを生かした、

「参画と協働」の取組を進めます。

情報発信と
協働推進に
向けた取組の
推進

指針

２

関連するSDGs

施策４ 豊かな地域社会を育む参画と協働の推進

施策３ 多様な暮らしを支える効果的な情報発信の推進

効率的かつ効果的に区政情報を提供するため、ＳＮＳやデジタルサイネージ等を駆使するとともに、区民

の多様な暮らしを支えるために、一人ひとりのニーズに合わせた効果的な区政情報の発信に取り組みます。

区に数多くの事業者や教育機関が立地している地域特性を生かし、デジタル分野における官民連携を推

進します。さらに、全国の自治体との連携による協働の推進、行政情報のオープンデータ化の推進等により、

区民の利便性の向上や災害時に有用なサービスの提供に結びつけます。

施策

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

成果指標

成果指標名 現状見込値
令和５（2023）年度

計画目標値
令和８（2026）年度末

区政情報が届いていると感じる区民

の割合

ｘｘ ％ ８０％

ー

目標

実績 ７０％

月平均のオープンデータダウンロー

ド数

ｘｘ ％ 件

ー

目標

実績

件

件

７０％



主な取組

第３章 ＤＸの取組

港区の現状

施策４ 豊かな地域社会を育む参画と協働の推進

施策３ 多様な暮らしを支える効果的な情報発信の推進

取組２８ すぐに伝わるデジタルサイネージを活用した区政情報の発信

取組３９ 新たな価値を創造するオープンデータの推進

取組４４ 高齢者・障害者のデジタルデバイド対策

取組３５ 地域の情報をデジタルに共有するデジタル回覧板の活用

取組３６ いつでも災害リスクを確認できる各種ハザード情報の提供

取組４６ 官民協働でのＬＩＮＥと生成ＡＩチャットボットを活用した子育て支援

└ 様々な区政情報等をデジタルサイネージにより発信することで、効率的に情報提供します。

└ 区内の町会・自治会で、デジタル回覧板アプリを活用し、回覧の負担軽減や迅速な連絡体制を整備します。

└ 区が作成するハザード情報をわかりやすく正確に提供することで、区民等の防災意識が向上します。

└ 区が保有する行政情報を積極的にオープンデータとして公開し、区政情報の活用を促進します。

└ 高齢者や障害者等が情報を受け取りやすくなるように、デジタル機器の活用を支援します。

└ ＬＩＮＥから利用可能な生成ＡＩを活用したチャットボットを導入し、子育ての不安等に対し、柔軟に支援します。

ＳＮＳ等のデジタル媒体を活用し、効果的な情報発信に取り組んでいます。一方で、デジタルデバイド

に配慮し、誰もがわかりやすく情報を受け取れるよう相手の立場に立った情報発信にも取り組んでい

ます。

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

港区ＬＩＮＥ公式アカウント 区長室Ｘ（旧 ）公式アカウント

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進



第３章 ＤＸの取組

情報発信と協働推進に向け

た取組を推進すると

どんな未来になる？

みんなで
想像
しよう

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

取組 ５ 地域の情報をデジタルに共有するデジタル回覧板の活用

今までの回覧板って、

届くまでに時間がかかるし、

次の人に渡す手間もあって、意外と

不便な仕組みだったんだよね。

デジタル回覧板になって、新しい情報が

伝わりやすくなったおかげで、

若い人のイベント参加も増えて、

地域が活気づいてきたよ。

（写真） 福吉坂

町内会長の

表さん

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進



第３章 ＤＸの取組

（写真） 御盾橋

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

取組 ６ いつでも災害リスクを確認できる各種ハザード情報の提供

ハザード情報って、

見たいときには、どこにしまったか

わからなくなるけど、インターネットで

いつでも確認できるのは、便利だなあ。

3Dマップでも確認できるようにもなったから、

避難場所や経路がわかりやすくなったよ。

（写真） 竹芝歩行者デッキから望む首都高

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進



第３章 ＤＸの取組

取組

2７

概要

効果

母子健康手帳の記録をデータで保管し、ＡＩによる予防接種のス

ケジュール管理支援や子育て支援情報を提供するみなと母子手帳

アプリを導入するとともに、乳幼児健診及び歯科検診等について

も、みなと母子手帳アプリと連動した予約システムを導入していま

す。

さらに、保育園入園前や入園後に必要な情報を簡単に調べたり、

区からの新着情報を受け取ったりできる機能を追加し、利便性の

向上を図ります。

子育てに必要な情報の管理が容易になります。

入園申請の手続について、条件に応じた必要な書類を自宅にい

ながら簡単に調べることができます。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
３

多
様
な
暮
ら
し
を
支
え
る
効
果
的
な
情
報
発
信
の
推
進

デジタルを活用した子育て支援に
関する情報発信の充実

多様な暮らしを支える
効果的な情報発信の推進

施策

３

みなと母子手帳アプリ

関連
計画等

港区地域保健福祉計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

2８

概要

効果

デジタルサイネージを区有施設に設置し、区政の動きや地域の情

報、国内外に向けたシティプロモーション※情報を発信するととも

に、緊急・災害情報や安全・安心に関する情報を、多言語で迅速に

提供します。

さらに、民間事業者との連携により、商業施設やマンション等に

設置されたデジタルサイネージを活用した情報発信を進めます。

区ホームページ、防災情報メール、緊急情報配信システムと自動

連携することで情報を一元管理し、効率的に情報を提供するとと

もに、災害情報や緊急情報を迅速に提供できます。

区内の民間事業者と連携することで、より広く、区民等に区政情

報を発信できます。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
３

多
様
な
暮
ら
し
を
支
え
る
効
果
的
な
情
報
発
信
の
推
進

すぐに伝わるデジタルサイネージを
活用した区政情報の発信

多様な暮らしを支える
効果的な情報発信の推進

施策

３

区役所に設置しているデジタルサイネージ

関連
計画等

港区基本計画

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

新たな設置場所の検討、随時拡大

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

2９

概要

効果

港区の多彩な観光資源や文化芸術事業の魅力を効果的に発信す

るため、区ホームページ、ＳＮＳ等を積極的に活用し、「やさしい日本

語」をはじめとした多言語での対応を推進するほか、観光関係事業

者と連携した観光コンテンツの作成と発信を推進します。

また、港区区民景観セレクションの受賞景観を電子地図上に表示

することや、区内の美術館、博物館等でスマートフォンを活用した

デジタルスタンプラリーを実施するなど、港区の多様な魅力を積極

的に発信します。

関連
計画等

積極的に を活用した観光情報・文化芸術事業の配信を行う

ことで、港区への誘客・周遊向上につながります。

年齢、障害の有無、国籍等にかかわらず、全ての世代の誰もが文

化芸術を鑑賞・参加・創造できる機会が充実します。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
３

多
様
な
暮
ら
し
を
支
え
る
効
果
的
な
情
報
発
信
の
推
進

誰でもわかるデジタルを活用した
魅力的な観光情報・文化芸術事業等の発信

多様な暮らしを支える
効果的な情報発信の推進

施策

３

港区文化芸術振興プラン

港区観光振興プラン

を活用した情報発信のイメージ

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

多言語対応
やさしい日本語の活用 継続

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

３０

概要

効果

区ホームページを区の情報発信のプラットフォームに位置付け、

様々な広報媒体との連携を強化します。また、区ホームページのデ

ザイン、レイアウト、カテゴリをリニューアルします。必要な情報を必

要な時に、容易に入手できる環境を整えるとともに、様々なオンラ

イン申請のポータル画面として、誰もが直感的に操作することがで

きる環境を構築します。

誰もが、いつでも簡便に情報を取得し、各種申請や申込等を行う

ことができます。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
３

多
様
な
暮
ら
し
を
支
え
る
効
果
的
な
情
報
発
信
の
推
進

区ホームページを基盤とした
情報発信の充実

多様な暮らしを支える
効果的な情報発信の推進

施策

３

区ホームページ

港区SNS オンライン申請 アプリ サイネージ施設予約

広報みなと チラシ 対面 ポスター掲示板

港区SNS 港区SNS 港区SNS 港区SNS 港区SNS

港区SNS 港区SNS 港区SNS 港区SNS 港区SNS

アナログ

デジタル

連携

連携二次元コードによりアナログから
デジタルへの連携も可能

一部で生成AIを活用した要約
を用いた連携を実施

区ホームページと多様な媒体との連携イメージ

伝わる日本語の取組 伝わる広報の取組 人に優しいデジタル化の取組

デザイン、レイアウトを刷新し
誰でも直感的に探している情報に
たどり着ける画面構成に改善

関連
計画等

港区基本計画

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

システム構築 継続
ホームページ
リニューアル

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

３１

概要

効果

区の取組や緊急・災害情報を多くの区民等に、即時及び直接届け

ることができるように、プッシュ型配信※のＬＩＮＥを活用し、区政情

報を発信します。

ＬＩＮＥによるプッシュ型配信により、必要な人に必要な情報を提

供できます。

登録した方は区ホームページでのイベント情報や緊急・災害情報

を区が配信した場合に、即時にＬＩＮＥで情報を知ることができます。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
３

多
様
な
暮
ら
し
を
支
え
る
効
果
的
な
情
報
発
信
の
推
進

ＬＩＮＥで届く区政情報の
プッシュ型配信

多様な暮らしを支える
効果的な情報発信の推進

施策

３

によるプッシュ型配信のイメージ

関連
計画等

港区基本計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

３２

概要

効果

障害の特性により、紙媒体での情報が伝わりにくい障害者に、モ

バイルによる情報通信環境を整え、プッシュ型で情報を配信します。

また、通勤が難しい重度障害者でも在宅から操作できる分身ロ

ボットを活用した新たな働き方をＰＲすることで、就労機会を拡大

します。

障害者及びその支援者用のアプリを利用し、日々刻々と更新さ

れる情報を迅速かつわかりやすく届けることができます。

分身ロボットを活用することで、重度障害者の就労機会の拡大に

つながります。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
３

多
様
な
暮
ら
し
を
支
え
る
効
果
的
な
情
報
発
信
の
推
進

伝わりやすい障害者への情報発信

多様な暮らしを支える
効果的な情報発信の推進

施策

３

障害者アプリのイメージ

関連
計画等

港区地域保健福祉計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

３３

概要

効果

子ども自身が、パソコンやスマートフォンから、いじめや虐待、友

人関係及び学業等についての悩みや心配事などを 時間相談で

きる「みなと子ども相談ねっと」を活用することで、子どもが安心し

て相談できる体制を充実します。

子どもが安心して相談できる体制を充実させることにより、子ど

もの悩みや心配事等に対し迅速な対応ができます。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
３

多
様
な
暮
ら
し
を
支
え
る
効
果
的
な
情
報
発
信
の
推
進

24時間相談できる子どもが
相談しやすい体制の充実

多様な暮らしを支える
効果的な情報発信の推進

施策

３

みなと子ども相談ねっと

関連
計画等

港区基本計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

3４

概要

効果

子育てをする家庭の子育て不安の解消を図るとともに、各家庭

の多様なニーズに対応するため、ＬＩＮＥを活用した施設の空き情報

の提供や予約の導入など、子育てサービスの充実及び利便性の向

上を図ります。

また、「メールマガジンきらっと☆」や「港区出産・子育て応援メー

ル」の配信により、タイムリーな子育て情報を発信していきます。

子どもの一時預かりなどの空き情報の確認や予約がＬＩＮＥでで

きることで、利用しやすくなります。

子育てに必要な情報を取得しやすくなります。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
３

多
様
な
暮
ら
し
を
支
え
る
効
果
的
な
情
報
発
信
の
推
進

各家庭のニーズに合わせた
子育て情報提供の充実

多様な暮らしを支える
効果的な情報発信の推進

施策

３

の利用イメージ

関連
計画等

港区基本計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

3５

概要

効果

区内の町会・自治会のデジタル化支援の一環として、デジタル回

覧板のアプリを用いて、区政情報や町会・自治会等からのお知らせ

を会員へ届けます。

町会・自治会のデジタル化の推進や紙資料の削減、回覧の負担軽

減及び区内の町会・自治会への迅速な連絡体制の整備を実現しま

す。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
３

多
様
な
暮
ら
し
を
支
え
る
効
果
的
な
情
報
発
信
の
推
進

地域の情報をデジタルに共有する
デジタル回覧板の活用

多様な暮らしを支える
効果的な情報発信の推進

施策

３

紙回覧版の場合 電子紙回覧版の場合

回覧を
まわす人

回覧を
まわす人

回覧を
見る人

回覧を
見る人達

回覧を見る人
（最後）

紙回覧版と電子回覧板の比較

最後の人は受取に時間がかかる 全員同時に新しい情報を受け取る

まわす人は、印刷物を準備して整える まわす人は、スマートフォンで撮影して送信

送信

手渡し

手渡し

関連
計画等

港区基本計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

3６

概要

効果

区が作成しているハザード情報を区民等の災害時の避難等に活

用してもらうために、港区都市計画情報提供サービスに掲載し、わ

かりやすく正確に提供します。

また、区民等に区のハザード情報を立体的にわかりやすく把握し

てもらうために、国土交通省が主導する３ 都市モデルＰＬＡＴＥＡＵ
※に掲載します。

わかりやすく正確なハザード情報を提供し、発災時のイメージを

容易にすることで、区民等の防災意識が向上します。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
３

多
様
な
暮
ら
し
を
支
え
る
効
果
的
な
情
報
発
信
の
推
進

いつでも災害リスクを確認できる
各種ハザード情報の提供

多様な暮らしを支える
効果的な情報発信の推進

施策

３

３ 都市モデルのイメージ



第３章 ＤＸの取組

取組

3７

概要

効果

区はこれまで企業等の協力を得ながら、次世代移動通信システ

ム（５Ｇ）を中心とした先端技術を活用し、地域課題の解決を図るた

めの検討を協議会形式で実施してきました。今後も、民間事業者、

研究機関や区が参加する産学官連携により、地域におけるＤＸの推

進に関する検討に取り組みます。

行政や民間事業者、研究機関が持つデータやデジタル技術を活

用したアイデアや提案を出し合い、都市ＯＳの構築やスマートシティ
※の実現など地域社会のＤＸを推進するための検討・情報共有を行

います。

産学官の多角的な視点からの検討により、地域の課題解決や豊

かな区民生活の実現を可能とする最新の技術提案や多角的なアイ

デアを生み出します。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
４

豊
か
な
地
域
社
会
を
育
む
参
画
と
協
働
の
推
進

地域社会のＤＸ推進を検討する
ＭＩＮＡＴＯ ＤＸ カンファレンスの開催

豊かな地域社会を育む参画と協働の推進

施策

４

関連
計画等

港区基本計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

3８

概要

効果

オンラインを活用し、日常的な情報共有や意見交換だけでなく、

区が連携自治体同士の繋ぎ役となり、連携強化を図ります。

港区のＤＸ活用事例について、各自治体等からの見学や講演の

依頼に積極的に対応し、区のＤＸ活用の取組を全国に発信します。

オンライン会議等を通じた情報共有及び意見交換を行うことで、

互いの地域の課題解決につなげます。

連携自治体に定期的に情報提供することで、全国自治体におけ

るＤＸの導入推進に貢献します。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
４

豊
か
な
地
域
社
会
を
育
む
参
画
と
協
働
の
推
進

オンラインを活用した全国自治体
との情報共有・意見交換

豊かな地域社会を育む参画と協働の推進

施策

４

関連
計画等

港区基本計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

3９

概要

効果

事業者や区民によるニーズを踏まえて、区が保有する行政情報

を二次利用しやすい形式で公開している「港区オープンデータカタ

ログサイト」を更に充実させ、事業者等がデータを活用してアプリ等

を開発することで、区民の利便性の向上や災害時に有用なサービ

ス等の提供に結びつけます。

また、データの活用や区民等との協働により、地域の力を結集し

て、地域の課題解決を図ります。

区民や事業者がオープンデータを活用することにより幅広い

サービスが生まれ、区民の利便性の向上や生活の安全、地域経済

の活性化をもたらします。

区政情報が活用され区民等が区政への関心を高めることにより、

区政への住民参加につながります。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
４

豊
か
な
地
域
社
会
を
育
む
参
画
と
協
働
の
推
進

新たな価値を創造する
オープンデータの推進

豊かな地域社会を育む参画と協働の推進

施策

４

港区オープンデータカタログサイト

関連
計画等

港区基本計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

４０

概要

効果

民間事業者や東京都等と連携し、区内において、誰もが高度な通

信サービスを利用できるよう、次世代移動通信システム（５Ｇ・６Ｇ）

の基地局を整備することが可能な区有施設等の情報を公開するな

ど、通信基盤整備を積極的に進め、便利で快適な区民生活の実現

につなげます。

次世代移動通信システム（５Ｇ・６Ｇ）の基盤整備により、誰もが利

便性の高い通信サービスを受けることができます。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
４

豊
か
な
地
域
社
会
を
育
む
参
画
と
協
働
の
推
進

利便性の高い区民生活を実現する
高度な通信基盤整備

豊かな地域社会を育む参画と協働の推進

施策

４

令和時代の通信 ５Ｇの活用促進に向けた連携協定

５Ｇ基地局設置ワンストップ窓口

関連
計画等

港区基本計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

４１

概要

効果

スマートシティの実現に必要となる情報連携基盤（都市ＯＳ）につ

いて、「ＧｏｖＴｅｃｈ東京」での共同調達・開発も視野に入れて、検討

を開始します。

（出典）「都市 とは」スマートシティガイドブック（内閣府等）

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
４

豊
か
な
地
域
社
会
を
育
む
参
画
と
協
働
の
推
進

スマートシティの実現に向けた
都市ＯＳの検討

豊かな地域社会を育む参画と協働の推進

施策

４

行政が保有する多種多様なデータを連携させることで、各分野・

地域が抱える諸課題の解決を行えるとともに、新たな価値創造に

つながります。

都市 とは

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

「 東京」に参加し、合同で検討



第３章 ＤＸの取組

取組

４２

概要

効果

区とともに港区の魅力やブランドを国内外に広く発信する「ＭＩＮ

ＡＴＯシティプロモーションクルー認定事業者」や、港区に縁と愛着

がある「港区観光大使」等と連携して、多様な港区の情報を広く積

極的に発信します。

関連
計画等

ＭＩＮＡＴＯシティプロモーションクルー認定事業者の取組や港区

観光大使の活動によりＳＮＳ等を効果的に活用し、情報の受け手と

の交流と港区への誘客を促します。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

港区観光振興プラン

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
４

豊
か
な
地
域
社
会
を
育
む
参
画
と
協
働
の
推
進

多様な主体との協働による
シティプロモーションの推進

豊かな地域社会を育む参画と協働の推進

施策

４

シティプロモーションクルー認定事業

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

４３

概要

効果

町会・自治会のデジタル技術の利活用を促進し、デジタルデバイ

ドを解消するためデジタル機器、技術等の導入を希望する町会・自

治会に対し、新たな情報発信方法や事務の負担軽減に向けた支援

を行います。

役員の高齢化や担い手不足等により活動者の負担が増している

町会・自治会において、情報発信や事務の効率化を実現します。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
４

豊
か
な
地
域
社
会
を
育
む
参
画
と
協
働
の
推
進

港区町会・自治会まるごと
デジタル支援事業

豊かな地域社会を育む参画と協働の推進

施策

４

情報発信講座の様子

関連
計画等

港区基本計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

4４

概要

効果

スマートフォン等のデジタル機器を持たない高齢者や操作に不

慣れな障害者やその支援者に、区がスマートフォン、タブレットを無

料で貸し出し、機器の使い方に加え、ＳＮＳや便利なアプリなどの活

用についてもわかりやすく伝えるとともに、スマートフォン等のデ

ジタル機器の操作方法の支援や相談を受け付けるデジタル活用支

援員をいきいきプラザ等に配置し、誰もがデジタル社会を享受す

ることができるよう支援します。

高齢者や障害者の情報格差を解消し、誰もがわかりやすく情報

を受け取れるようになります。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
４

豊
か
な
地
域
社
会
を
育
む
参
画
と
協
働
の
推
進

高齢者・障害者の
デジタルデバイド対策

豊かな地域社会を育む参画と協働の推進

施策

４

関連
計画等

港区地域保健福祉計画

スマホ講習会の様子 デジタル活用支援員への相談の様子

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

4５

概要

効果

区内中小企業者が生産性向上のためのＤＸを推進する際に係る

経費の一部を補助しています。また、 コーディネーターの資格を

持つ中小企業診断士が区内事業者を巡回して、 に関する相談

や補助金の案内を行う「 巡回相談」を行っています。

関連
計画等

中小企業のＤＸ促進に伴う生産性向上及び経営基盤の安定化を

実現します。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

港区産業振興プラン

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
４

豊
か
な
地
域
社
会
を
育
む
参
画
と
協
働
の
推
進

中小企業ＤＸ促進支援事業

豊かな地域社会を育む参画と協働の推進

施策

４

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



第３章 ＤＸの取組

取組

4６

概要

効果

港区ＬＩＮＥ公式アカウントから各種電子申請が可能となる環境を

構築しています。

また、ＬＩＮＥのトーク画面から利用可能な生成ＡＩを活用した

チャットボットを導入し、子育て関連の手続案内等が実施できる機

能を整備します。

対話型のＡＩが、子育て世帯の良きパートナーとして寄り添い、子

育ての不安や不便さに対し柔軟に支援します。

指針２ 情報発信と協働推進に向けた取組の推進

指
針
２

情
報
発
信
と
協
働
推
進
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
４

豊
か
な
地
域
社
会
を
育
む
参
画
と
協
働
の
推
進

官民協働でのＬＩＮＥと生成ＡＩ
チャットボットを活用した子育て支援

豊かな地域社会を育む参画と協働の推進

施策

４

生成 を活用したチャットボットのイメージ



第３章 ＤＸの取組 指針３ 効率的な区政運営のための取組の推進

めざす方向性

これまで区が保有する行政情報の一部を分

析し、政策立案に活用してきました。また、ＡＩや

ＲＰＡを率先して導入するなど、庁内業務の効

率化に取り組んできました。

今後は、より多くの行政情報を分析し、部局・

分野横断的に活用することで、政策立案や区民

サービスの向上につなげます。

また、業務自動化ツールＲＰＡの庁内業務へ

の適用拡大や、簡易に開発可能なノーコード

ツール・ローコードツールを新たに導入するな

ど、庁内業務のＤＸを推進し、効率的な区政運

営に努めます。

効率的な
区政運営の
ための
取組の推進

指針

３

関連するSDGs

指
針
３

効
率
的
な
区
政
運
営
の
た
め
の
取
組
の
推
進

施策６ デジタル技術やＡＩを活用した業務効率化・適正化の推進

施策５ デジタル社会の実現に向けたデータ利活用の推進

区が保有する行政情報を分析し部局・分野横断的に政策立案のために活用することで、区民

サービスの向上や業務改革につながる取組を進めます。

ＡＩやＲＰＡ、ノーコードツール・ローコードツール等のデジタル技術を活用し、業務の効率化や適

正化を推進します。また、職員が働きやすく効率的に業務を進められるよう、区役所のデジタル環

境を強化します。

施策

成果指標

成果指標名 現状見込値
令和５（2023）年度

計画目標値
令和８（2026）年度末

効率的に区政が運営されていると

感じる区民の割合

ｘｘ ％ ５ ％

ー

目標

実績

０％

１％



主な取組

第３章 ＤＸの取組

港区の現状

利便性の高い区民サービスの提供を実現するため、デジタル技術を活用した区政運営の効率化に

積極的に取り組んでいます。

指針３ 効率的な区政運営のための取組の推進

指
針
３

効
率
的
な
区
政
運
営
の
た
め
の
取
組
の
推
進

施策６ デジタル技術やＡＩを活用した業務効率化・適正化の推進

施策５ デジタル社会の実現に向けたデータ利活用の推進

取組４７ 新たな政策を生み出す行政情報分析基盤の活用

取組４９ ＲＰＡやノーコードツール・ローコードツールを活用した業務効率化の推進

取組５４ 生成ＡＩを活用した事務執行サポートサービスの導入

取組４８ 財務データを活用した財政運営の透明化

└ 住民情報等を個人が特定できないデータに加工し活用することで、区の政策立案に生かします。

└ 施設別、事業別等の様々な財務データに係る帳票を活用し、適正な区政運営を実現します。

└ やノーコードツール・ローコードツールの導入を進めることで、適正かつ効率的な事務につなげます。

└ 文書作成や校正、情報の要約、翻訳等に生成 の技術を活用することで、事務処理適正化を推進します。

港区におけるデジタル技術を活用した業務効率化の事例



効率的な区政運営のための

取組を推進すると

どんな未来になる？

みんなで
想像
しよう

指
針
３

効
率
的
な
区
政
運
営
の
た
め
の
取
組
の
推
進

取組５０ 多様な働き方を支えるテレワークの推進

子育て中だったので、

家族の都合に合わせて、

柔軟に家事や子どもの送迎ができる

から、テレワークができて良かった！

テレワークでも、職場とほぼ同じ環境で

作業やコミュニケーションができて、

まったく不便さは感じないよ。

（写真） ちぃばす

共働きの区職員

三田主任

第３章 ＤＸの取組 指針３ 効率的な区政運営のための取組の推進



第３章 ＤＸの取組

（写真） シオサイト遊歩道

指
針
３

効
率
的
な
区
政
運
営
の
た
め
の
取
組
の
推
進

取組５１ 庁内業務のデジタル化の推進

遠隔でも協議ができる

環境が整ってきて、出張や

大量の資料印刷が減りました。

議事録の作成支援ツールも導入され、

アイデア出しやコミュニケーション

の時間が増えました。

業務の効率性が大幅に

向上しています。

一度に大人数での情報共有が可能になり
ました。広い会議室を用意する必要も、数
時間かけて出張する必要もありません。

デジタル活用を推進する

区職員 飯倉係長

離れた人とも気軽に
会議やコミュニケーションが
できるようになりました。



第３章 ＤＸの取組

取組

4７

概要

効果

区が保有する住民基本台帳情報を個人が特定できない統計デー

タに加工し、庁内において政策立案の基礎資料として活用する行

政情報分析基盤システムを導入しています。システムから出力され

るデータを分析し、庁内の政策立案に積極的に活用します。

迅速かつ的確にデータを取得・活用することで、地域の課題解決

や （客観的根拠に基づく政策立案）を実現し、区民サービス

が向上します。

指針３ 効率的な区政運営のための取組の推進

指
針
３

効
率
的
な
区
政
運
営
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
５

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
デ
ー
タ
利
活
用
の
推
進

新たな政策を生み出す
行政情報分析基盤の活用

デジタル社会の実現に向けた

データ利活用の推進

施策

５

行政情報分析基盤システムから出力したデータ

関連
計画等

港区基本計画

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

統計データの利活用を推進し、全庁的な政策形成機能を強化

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。
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取組

4８

概要

効果

日々仕訳を導入し、財務データを予算編成、執行管理等に活用で

きるよう財務会計システムと連携した公会計システムを導入してい

ます。

施設別、事業別等の分析用の帳票及び財務書類分析の指標など

を出力し、区政運営に活用します。

多くの帳票や指標の出力を行い分析することで財政運営の透明

化を進め、適正な区政運営を実現します。

指針３ 効率的な区政運営のための取組の推進

指
針
３

効
率
的
な
区
政
運
営
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
５

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
デ
ー
タ
利
活
用
の
推
進

財務データを活用した財政運営の
透明化

デジタル社会の実現に向けた

データ利活用の推進

施策

５

公会計システムから出力した帳票
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取組

4９

概要

効果

業務システムへのデータ入力等を自動で処理する業務自動化

ツール（ＲＰＡ）の庁内業務への適用拡大や簡易に開発可能なノー

コードツール・ローコードツールの拡充を進めます。

定型的・反復的な業務を自動化することで業務の所要時間を削

減し、削減された時間を職員でなければ担うことができない業務

に充当することで、区民サービスが向上します。

業務システムへ自動でデータを入力することで、手作業による入

力ミスが減少し、適正かつ効率的な事務につながります。

指針３ 効率的な区政運営のための取組の推進

指
針
３

効
率
的
な
区
政
運
営
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
６

デ
ジ
タ
ル
技
術
や
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
業
務
効
率
化
・
適
正
化
の
推
進

ＲＰＡやノーコードツール・ローコー
ドツールを活用した業務効率化の推進

デジタル技術やＡＩを活用した
業務効率化・適正化の推進

施策

６AI

による業務の自動化のイメージ

• メールを送付

• ファイルのダウンロード

個々の作業をつなげて、
定型的な業務を処理す
ることができます。

• 表計算に入力する。
• 表計算のデータを読み取
る。

RPAでできる個々の作業 （例）

• ファイルをフォルダに
保存

その他、多数の作業が可能です。

定型的・反復的業務の自動化

【業務例】

区民から提出された紙の申請書の情
報を、ＡＩ－ＯＣＲを用いて表計算ソフ
トに転記し、データ化する。

ＲＰＡを用いて作成した表計算ソフト
から申請情報を読み取り、システムに
入力する。

ＲＰＡを用いてシステムに入力した内
容に基づき、通知書を作成する。

関連
計画等

港区基本計画

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

ＲＰＡ適用拡大

ノーコードツール・
ローコードツール導入

継続

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。
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取組

５０

概要

効果

柔軟な働き方の推進及び交通機関の混雑緩和対策、災害や感染

症流行等の危機発生時の業務継続体制の確保のため、テレワーク

を推進します。

職員が外部から庁内ネットワークにアクセスすることができる仮

想デスクトップ※の技術等を活用し、ゼロトラストセキュリティ対策

を導入した、高いセキュリティのテレワーク端末を全庁に展開しま

す。

自宅や出張先で庁内ネットワークへアクセスできるようになるこ

とで、危機発生時に安定的な業務継続を可能にするとともに、通勤

等の移動に係る負担を軽減し、育児や介護をしている職員をはじ

めとする職員のワーク・ライフ・バランスを推進します。

指針３ 効率的な区政運営のための取組の推進

指
針
３

効
率
的
な
区
政
運
営
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
６

デ
ジ
タ
ル
技
術
や
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
業
務
効
率
化
・
適
正
化
の
推
進

多様な働き方を支える
テレワークの推進

デジタル技術やＡＩを活用した
業務効率化・適正化の推進

施策

６AI

関連
計画等

港区基本計画

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

新たなテレワーク端末を
全庁導入 継続設計・構築

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。
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取組

５１

概要

効果

全庁にタブレット端末を導入するなど、業務効率化や区民サービ

スの向上に取り組んでいます。

さらに、庁内で活用している統合コミュニケーションツールに外

線電話への発着信機能を追加し、電話回線を利用せず外線電話へ

接続できるサービスを導入したり、新たなＡＩを活用した議事録作

成支援ツールを導入するなど、庁内のさらなる業務効率化を図り

ます。

タブレット端末の導入により、窓口業務における案内方法を充実

させるとともに、訪問業務における記録の作成、ウェブ会議※や

メール等を利用した庁内との迅速な情報共有ができます。

また、先進的な業務支援ツールを導入し、業務の効率性を高める

ことで創出された時間を活用し、区民サービスのさらなる向上や、

新たな政策立案などの価値創造を図ることができます。

指針３ 効率的な区政運営のための取組の推進

指
針
３

効
率
的
な
区
政
運
営
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
６

デ
ジ
タ
ル
技
術
や
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
業
務
効
率
化
・
適
正
化
の
推
進

庁内業務のデジタル化の推進

デジタル技術やＡＩを活用した
業務効率化・適正化の推進

施策

６AI

区で利用するタブレット端末

関連
計画等

港区基本計画

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次 統合コミュニケーションツールに

外線電話発着信サービス導入

新たなＡＩを活用した
議事録作成支援ツール導入

継続

継続

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。
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取組

５２

概要

効果

住民記録、地方税、福祉など、全国の自治体共通の事務で利用す

る基幹系システムについて、国が定めた標準仕様書に準拠したシス

テムに移行します。国が目標とする令和７（ ）年度末に向け、

住民記録システムを皮切りに、順次、移行を実施します。

標準準拠システムへの移行により、システムのカスタマイズ※が減

少し、法改正等に伴う負担を軽減します。

また、標準仕様書に準拠したシステムを導入することにより、今

後のシステムリプレースを効率的に行えることが期待できます。

指針３ 効率的な区政運営のための取組の推進

指
針
３

効
率
的
な
区
政
運
営
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
６

デ
ジ
タ
ル
技
術
や
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
業
務
効
率
化
・
適
正
化
の
推
進

システム標準化による
効率的なシステム管理

デジタル技術やＡＩを活用した
業務効率化・適正化の推進

施策

６AI

システム標準化対象システム

対象システム 対象業務 移行目標時期

住民記録システム
住民記録 令和６年１月

（令和５年度）印鑑登録

学事事務システム 就学 令和７年１月
（令和６年度）投票管理システム 選挙人名簿管理

税務システム
個人住民税

令和８年１月
（令和７年度）

軽自動車税

国民健康保険システム 国民健康保険

国民年金システム 国民年金

介護保険システム 介護保険

福祉総合システム

障害者福祉

児童手当

児童扶養手当

子ども・子育て支援

健康管理システム 健康管理

後期高齢者医療保険料システム 後期高齢者医療

生活保護システム 生活保護

戸籍システム

戸籍

令和７年 月
（令和７年度）

戸籍附票

火葬等許可

人口動態調査
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取組

５３

概要

効果

特別区民税・都民税等に未納がある区民や事業者等に対して、Ａ

Ｉを活用した電話により納税を促す案内を行い、効率的に納税勧奨

を実施します。

区民の多様化するライフスタイルやニーズに合わせ、丁寧な納税

案内を行うことができます。

指針３ 効率的な区政運営のための取組の推進

指
針
３

効
率
的
な
区
政
運
営
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
６

デ
ジ
タ
ル
技
術
や
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
業
務
効
率
化
・
適
正
化
の
推
進

ＡＩを活用した納税の推進

デジタル技術やＡＩを活用した
業務効率化・適正化の推進

施策

６AI

による対話が可能なシステムを活用した納税を促す電話のイメージ

未納がある
区民や事業者等

AIによる対話が
可能なシステム

こちらは港区役所です。●●様であれば
「はい」とお答えください。

住民税の納付が確認できていません。
督促状が届いたら納付してください。

はい

合成音声で会話

システムが対象者に自動で入電

システム導入によるメリット

導入前 導入後

人が電話すると、平日の日中の電話となり、
応答できない人が多い。

システムを利用すると、夜間や土日も
電話でき、応答されやすくなる。

メリット

架電件数
の増加

応答件数
の増加

人が電話すると、架電と架電の間に
タイムラグが発生してしまう。

システムが電話すると、架電と架電
の間にタイムラグが発生しない。



取組

5４

概要

効果

生成 技術を活用したサービスを導入し、事務効率化・適正化に

向けた職員向けのサポートを実施します。

文書作成や校正、情報の要約、翻訳等に生成 の技術を活用す

ることで、職員の事務負担を軽減し、事務処理適正化を推進します。

また、庁内のコミュニケーションツールやメール、文書作成アプリ

にも生成 の技術の活用を検討します。

第３章 ＤＸの取組指針３ 効率的な区政運営のための取組の推進

指
針
３

効
率
的
な
区
政
運
営
の
た
め
の
取
組
の
推
進

／

施
策
６

デ
ジ
タ
ル
技
術
や
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
業
務
効
率
化
・
適
正
化
の
推
進

生成ＡＩを活用した事務執行
サポートサービスの導入

デジタル技術やＡＩを活用した
業務効率化・適正化の推進

施策

６AI

生成 の活用分野のイメージ

関連
計画等

港区基本計画

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

試行導入 継続全庁本格導入

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。
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めざす方向性

指針４ 信頼されるデジタル活用に向けた取組の推進

これまで、ＤＸ研修やＤＸ通信を発行するな

ど、庁内のデジタル人材の育成に取り組むとと

もに、情報セキュリティ研修やＥラーニングなど、

情報リテラシーの継続的な向上と、情報システ

ムの強靭化に取り組んできました。

今後は、庁内の各業務所管課に、ＤＸに関す

るマインドや知識を備えたＤＸ推進リーダーを

育成・配置するなど、人的基盤の更なる強化に

取り組みます。また、高度化・巧妙化するサイ

バー攻撃※等に対し、ゼロトラストセキュリティ

対策を導入するなど、先端技術を活用しながら

情報セキュリティ対策の強化・徹底を図り、強固

な情報セキュリティ基盤を整備し、区民から信

頼される区政運営に努めます。

信頼される
デジタル活用
に向けた
取組の推進

指針

４

関連するSDGs

指
針
４

信
頼
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
活
用
に
向
け
た
取
組
の
推
進

施策８ 強靭な情報セキュリティ確保のための基盤・体制整備

施策７ ＤＸを推進するデジタル人材の育成

職員がデジタル技術を正確に理解し、効果的に活用ができるよう人材育成をしていくとともに、

職員のセキュリティ意識を醸成する研修等を継続して実施します。

技術的、物理的な情報セキュリティ対策に加え、人的な情報セキュリティ対策を継続的に実施す

るとともに、最新の情報セキュリティ対策を導入し、職員も、区民も安心できる強靭な情報セキュリ

ティ基盤・体制を整備します。

施策

成果指標

成果指標名 現状見込値
令和５（2023）年度

計画目標値
令和８（2026）年度末

重大なセキュリティインシデントの

発生件数＊

ｘｘ ％ ０件

ー

目標

実績

０件

件

＊重大なセキュリティインシデントとは、「情報システム、ネットワーク、サーバ及び端末等の利用に支障をきたす状

態」又は「コンピュータ・ウイルス、不正アクセス、 攻撃、 攻撃、標的型攻撃及びホームベージ等の改ざん

の発生又は発生が疑われる状態」を指します。
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港区の現状

職員がデジタル技術を効果的に活用できるよう支援するとともに、職員のセキュリティ意識を醸成

する研修等を継続的に実施しています。

指針４ 信頼されるデジタル活用に向けた取組の推進

指
針
４

信
頼
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
活
用
に
向
け
た
取
組
の
推
進

主な取組

施策８ 強靭な情報セキュリティ確保のための基盤・体制整備

施策７ ＤＸを推進するデジタル人材の育成

取組５５ デジタルリテラシーの向上

取組５７ 情報セキュリティ監査

取組５９ ＡＩ等最新の情報セキュリティ技術の検討

取組５６ 情報セキュリティ知識の周知・徹底

└ リテラシー研修やＤＸツール導入に寄与する展示会を開催し、職員のＤＸリテラシーを向上させます。

└ 情報セキュリティ研修や個人情報保護に関する研修を定期的に実施し、適正な行政サービスを推進します。

└ 区及び指定管理者が管理する情報システムを点検・評価し、区の情報セキュリティの信頼性を確保します。

└ 最新の情報セキュリティ技術について情報収集・実証し、強靭かつ堅固な情報安全対策の体制を堅持します。

ＤＸ推進リーダー（第一期生）



第３章 ＤＸの取組

信頼されるデジタル活用に

向けた取組を推進すると

どんな未来になる？

みんなで
想像
しよう

指
針
４

信
頼
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
活
用
に
向
け
た
取
組
の
推
進

取組 ５ デジタルリテラシーの向上

推進は、職員全員で

取り組む必要があるので、

切磋琢磨してデジタル技術の活用方法を

学んでいます。

自分たちの業務に利用できそうな

デジタルツールに関する情報を収集

しています。最近は、

「現場から を提案したい！」と、

若手職員を中心に

盛り上がっています。

（写真） 自由の女神

区の20代の

職員達

指針４ 信頼されるデジタル活用に向けた取組の推進



第３章 ＤＸの取組

指
針
４

信
頼
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
活
用
に
向
け
た
取
組
の
推
進

取組 ６ 情報セキュリティ知識の周知・徹底

取組 ９ ＡＩ等最新の情報セキュリティ技術の検討

研修で学んだことですが、

情報漏えいの原因の多くが

ヒューマンエラーによるもの

だそうです。リスクや漏えい事例を

知って気が引きしまる思いです。

日頃からセキュリティに気を付けて

業務に取り組みたい

と思います。

サイバー攻撃は、

日々高度化、巧妙化して

いるんです。対策にAIなどの

最新技術を活用して、迅速な

対応を実現したいです。

情報セキュリティを守ることは、

区民の生活を守ること

ですから、非常に誇らしく

感じています。

（写真） 毛利庭園

福祉関係業務に従事する

区職員 桜田主事

情報セキュリティを担当する

区職員 永坂主事

指針４ 信頼されるデジタル活用に向けた取組の推進



取組

5５

概要

効果

職員向けにＤＸリテラシー研修を実施し、ＤＸに関する職員の基

礎的な知識を深めます。

また、区政へのＤＸツール導入に寄与する展示会を開催し、業務

効率化や区民サービスの向上に役立てる機会を創出します。

さらに、区民サービスの向上や業務効率化を自律的に推進する

体制づくりのため、各職場のＤＸを強力に推進する「ＤＸ推進リー

ダー」を育成するための研修を行います。

ＤＸについての基礎的な知識や最新の技術を職員が継続的に学

び、ＤＸツールの区政への活用に対する職員の意識改革を促すこと

により、職員のＤＸリテラシーが向上し、区民サービスの向上と業

務効率化を実現します。

第３章 ＤＸの取組 指針４ 信頼されるデジタル活用に向けた取組の推進

指
針
４

信
頼
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
活
用
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
７

Ｄ
Ｘ
を
推
進
す
る
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
育
成

デジタルリテラシーの向上

ＤＸを推進するデジタル人材の育成

施策

７

ＤＸ推進リーダー任命式の様子

関連
計画等

港区基本計画

目標
年次

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度

推進リーダーを８０人程度育成＊ 各課１名を配置

＊育成期間は令和５年度から令和７年度まで

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



取組

5６

概要

効果

情報セキュリティを適切に確保するために、新任職員に対して基

礎的な情報セキュリティ研修を実施するほか、管理職、一般職員、

区の業務を担う指定管理者や委託事業者に対しても、研修を実施

します。

また、個人情報保護に関する研修も実施し、実際の個人情報漏え

いの事例から事故原因の分析と再発防止策を学ぶことで、ヒュー

マンエラー防止の重要性を啓発します。

継続的な意識啓発・自主的なチェックを行い、区職員の情報セ

キュリティの知識を高めることで、個人情報等を適正に取扱い、適

正な行政サービスを推進します。

第３章 ＤＸの取組指針４ 信頼されるデジタル活用に向けた取組の推進

指
針
４

信
頼
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
活
用
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
７

Ｄ
Ｘ
を
推
進
す
る
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
育
成

情報セキュリティ知識の
周知・徹底

ＤＸを推進するデジタル人材の育成

施策

７

関連
計画等

港区基本計画

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

随時、社会状況に見合ったコンテンツの拡充

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



取組

5７

概要

効果

情報安全対策のさらなる強化・徹底のために、区及び指定管理者

が管理する情報システムについて、港区情報安全対策指針及び港

区情報安全対策実施手順に基づいて適切に管理・運用されている

かを点検・評価します。結果に基づき、問題点の確認や改善方法に

ついて、検討、助言、指導します。監査での指摘事項を庁内で共有

し、区の情報セキュリティ対策に反映します。

区及び指定管理者が管理・運用する情報システムについて、適切

な情報セキュリティ対策が施され、適切に運用される状態を維持し、

適正な行政サービスを推進します。

第３章 ＤＸの取組 指針４ 信頼されるデジタル活用に向けた取組の推進

指
針
４

信
頼
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
活
用
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
８

強
靭
な
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
の
た
め
の
基
盤
・
体
制
整
備

情報セキュリティ監査

強靭な情報セキュリティ確保のための
基盤・体制整備

施策

８

関連
計画等

港区基本計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



取組

5８

概要

効果

情報セキュリティに関する事件・事故（インシデント※）が発生した

場合、港区情報安全対策指針に基づき、統一的な窓口（ＣＳＩＲＴ※）

を設置し、他団体への報告や情報の共有等、ＣＳＩＲＴ運用マニュア

ルに基づき、組織的なインシデント対応を行います。

また、サイバー攻撃による個人情報の漏えいやシステム障害など

を想定した訓練を行い、インシデント発生時に的確に行動できる体

制づくりをめざします。

複雑化・巧妙化するサイバー攻撃に対し、適切な情報セキュリティ

対策を行うことにより、区が利用するシステム全体の社会的信頼を

確保します。

第３章 ＤＸの取組指針４ 信頼されるデジタル活用に向けた取組の推進

指
針
４

信
頼
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
活
用
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
８

強
靭
な
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
の
た
め
の
基
盤
・
体
制
整
備

情報セキュリティインシデント
発⽣時のＣＳＩＲＴの運⽤

強靭な情報セキュリティ確保のための
基盤・体制整備

施策

８

区のＣＳＩＲＴ体制図

関連
計画等

港区基本計画

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



取組

5９

概要

効果

高度化・巧妙化するサイバー攻撃に対して、情報セキュリティ対策

の重要な要素である「予防」「検知」「対処」の各フェーズにＡＩを活用

する研究が進められています。多様なサイバー攻撃への迅速な対

応を可能とするため、情報収集や新たな技術の実証等のセキュリ

ティ対策に取り組みます。

最新の情報セキュリティ技術により、強靭かつ堅固な情報安全対

策の体制を堅持し、区民の個人情報等、重要な情報資産を守ります。

第３章 ＤＸの取組 指針４ 信頼されるデジタル活用に向けた取組の推進

指
針
４

信
頼
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
活
用
に
向
け
た
取
組
の
推
進

／

施
策
８

強
靭
な
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
の
た
め
の
基
盤
・
体
制
整
備

ＡＩ等最新の情報セキュリティ
技術の検討

強靭な情報セキュリティ確保のための
基盤・体制整備

施策

８

関連
計画等

港区基本計画

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度
目標
年次

ゼロトラストセキュリティ
対策の導入 継続設計・構築

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



計画の推進に向けて

第 章４



第４章 計画の推進に向けて

１ 計画の推進体制

港区 推進計画に示す施策を推進し、未来の姿を実現するためには、全庁一丸となった体制が必

要です。区はこれまで、「港区情報化推進体制の整備に関する要綱」（平成 （ ）年３月制定）に

おいて、情報システム全体の最適化により効率的に行政運営を行い、安心で信頼される電子自治体を

構築するため、最高情報統括責任者（ＣＩＯ※）に副区長を充て、体制を整備するとともに、「港区情報安

全対策指針」（平成 （ ）年８月策定、令和５（ ３）年９月改定）において、副区長をセキュリ

ティ統括責任者（ＣＩＳＯ※）として情報セキュリティの推進体制を定め、情報セキュリティ確保に取り組

んできました。また、平成 （ ）年度からは全庁的な視点で情報化を統括・推進するＣＩＯを補佐

する情報政策監（ＣＩＯ補佐官）を設置しています。ＣＩＯをトップとして、ＣＩＯ補佐官の専門的知見を生

かしつつ、ＤＸ推進部門が所管課を支援し、全庁一体となったＤＸを推進します。所管課においては、Ｄ

Ｘ推進リーダーを中心に各職員が連携し、ＤＸを推進します。

DX推進のための全庁的な体制

ＤＸ推進と情報セキュリティ確保のための全庁的な体制図

第４章 計画の推進に向けて

港区基本計画におけるめざすまちの姿である「誰もが住みやすく、地域に

愛着と誇りを持てるまち・港区」の実現に向け、「第３章 の取組」に示す

９の取組を実現するため、以下のように検討・検証を進めていきます。

ＣＩＯ補佐官
ＣＩＯ

（ＣＩＳＯ）

情報統括責任者
セキュリティ副統括責任者

助言

デジタル改革担当 情報政策課

連携

システムアセスメント

セキュリティ

ＤＸ推進支援

ＢＰＲ支援

ＤＸ推進リーダー

職員 職員 職員 職員

支援

副区長情報政策監

デジタル改革担当部長

システム管理者
セキュリティ責任者

システム統括管理者

所 管 課ＤＸ推進部門

情報政策課長 全ての課 課長デジタル改革
担当課長



第４章 計画の推進に向けて

港区情報セキュリティ監査

区の情報セキュリティ対策のレベル向上に資することを目的に、区及び指定管理者が管理すべき情

報資産について、港区情報安全対策指針及び港区情報安全対策実施手順に照らして、情報セキュリ

ティ対策が適切に実施されているか否かを点検・評価し、改善方法についての助言、指導を行います。

港区情報システム管理検討委員会

最高情報統括責任者（ＣＩＯ）を委員長とした「港区情報システム管理検討委員会」の下で計画の進捗

管理と、必要に応じた見直しを行うとともに、デジタル技術に関する学識経験者の専門的な立場から

意見をいただき、計画を推進します。

港区情報安全対策指針

区民が安心して行政サービスを利用するためには、個人情報や区の情報システムが安全に管理さ

れていることが不可欠です。そのため、区が収集・蓄積した情報を様々な脅威から守るべく、平成

（ ）年８月に「港区情報安全対策指針」を策定し、体系的、総合的かつ継続的な情報セキュリティ

対策を実施しています。

港区情報安全対策指針の構図

港区情報安全対策
基本方針

港区情報安全対策
基準

港区学校情報安全対策
基準

港区情報安全対策
実施手順

港区学校情報安全対策
実施手順

港区情報安全対策指針

最上位に位置し、情報セキュ
リティ対策に関する統一的か
つ基本的な考え方です。

行政機関、学校がそれぞれ統
一的に守るべき行動指針、判
断基準です。

個別の情報システム又は業務
において具体的に実行するた
めの手順です。



区は「港区業務継続計画【震災編】」に基づき、災害時においても業務継続に必要な情報システムを

確実に利用できるようにするため、主管課が実施すべき対策について全庁共通の基準として、「情報

システム継続対策基準」を定めています。

また、本基準に基づいて、庁内の主要な情報システム及びネットワークを所管する情報政策課の対

応について、「ＩＣＴ業務継続マニュアル」を定めています。

さらに、他の対象システム主管課が情報システムの継続マニュアルを作成するための手引を策定し、

震災時の情報システム継続対策を推進しています。

ＩＣＴ－ＢＣＰの推進

区は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、区が保有する個人情報を保護するとともに、「港

区個人情報取扱指針」で個人情報及び特定個人情報の取扱いについて必要な事項を定め、適正な取

扱いに努めています。

また、特定個人情報については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（番号法）」第 条に基づき、地方公共団体が特定個人情報の取扱いについて自ら事前に

評価する制度である特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）※を毎年１回以上実施し、区ホームページで公表し

ています。これらの取組により、個人情報保護制度を適正に運用します。

個人情報保護制度の適正な運用

港区業務継続計画【震災編】

情報システム継続対策基準

業務継続マニュアル

業務継続に必要な情報システムの
基準を具体化

主管課

情報政策課

情報システム継続マニュアル 他のシステム主管課

ＩＣＴ－ＢＣＰ※の構図

第４章 計画の推進に向けて

システムをより適切で効果的に構築するため、主管課の自己評価を中心としたシステム評価制度と

して導入しています。

システムアセスメントの目的は、システム化に伴う潜在的リスクの発見や、事務軽減効果、経費節減

効果等の定量的効果と住民サービス効果や刷新効果等の定性的効果の両面から評価を行い、効率的

で効果的なシステムを構築することにあり、企画段階、調達段階、開発段階、運用段階で行います。

システムアセスメント制度



２ 計画の進行管理

港区 推進計画に掲げる４つの指針、８つの施策、 ９の取組を推進し、未来の姿を実現するため

には、計画に示した取組について、実施年度ごとに進捗状況の管理・検証を行い、把握した状況を基に

取組の検証を実施した上で、見直し、改善を行うＰＤＣＡサイクルが重要です。

毎年度、取組の進捗を事務事業評価で点検・評価し、港区情報システム管理検討委員会へ報告を行

い、次年度以降に反映します。計画の中間年度（３年目）及び最終年度（６年目）には、社会情勢の変化

や課題の管理、各指針の達成状況の点検・評価を政策評価で行い、それらの結果を踏まえ計画の見直

しを行います。

第４章 計画の推進に向けて

各課による取組の実施

各課による
次年度の予算や内容

への反映

PLAN DO

CHECKACTION

計画と目標の設定 計画に基づく実施

進捗状況の確認検証に基づく見直し

未来の姿を実現するためのＰＤＣＡサイクルの実践イメージ

港区ＤＸ推進計画で掲げる
４つの指針、８つの施策、 ９の取組

（定期的な見直しを実施）

毎年度実施する事務事業評価
３年ごとに実施する政策評価

港区情報システム
管理検討委員会

事務事業評価による
点検・評価

区は、寄付を通じて活力あふれる地域共生社会の基盤づくりを推進するため、「納税者が自ら寄付先を
選択し、地域を応援する」ふるさと納税制度本来の趣旨を踏まえ、返礼品によらず、寄付者自身が寄付の
使い道を選び、区の取組を応援していただく、港区版ふるさと納税制度による寄付を募集しています。



付録

用語索引集

アカウント

アジャイル

アプリ

インシデント

コンピュータやソフトウェア、ネットワークなどを使用するための権利や資格のことです。

また、それらのシステムにログインするために必要な とパスワードの組み合わせをアカウントと呼ぶ

こともあります。

日々生じる変化にすばやく適応するため、短期間で実装と改善を繰り返す手法です。

アプリケーションソフトウェアの略称です。パソコンではワープロ・ソフト、表計算ソフト、ウェブブラウザ、

メールソフト、画像編集ソフトなどが、スマートフォンやタブレット型端末ではコミュニケーション、動画・音

楽視聴、地図・ナビゲーション、電子書籍、ネットショッピング、ゲーム用のアプリなどが代表的です。

スマートフォンが普及して以降、スマートフォンやタブレット型端末向けに多種多様なアプリが提供され

利用が広がるとともに、「アプリケーションソフト」よりも「アプリ」等の略称が一般的となっています。

情報セキュリティの分野で、コンピュータやネットワークのセキュリティを脅かす事象、事件・事故のこと

を表します。

本計画内に掲載されている用語について、解説しております。

掲載順は、五十音順の後、数字、アルファベット順としております。

（順番のイメージ ： あ、い、う・・・わ、を、ん、→ １、２、・・・ → 、 、・・・ ）

ウェブ会議

離れた場所にいる複数の相手と、ウェブを介して会議を開くことができるシステムやサービス音声や動

画、資料やデータをリアルタイムに交換できます。



オープンデータカタログサイト

オンライン

カスタマイズ

仮想デスクトップ

公共機関がオープンデータを公開する際に用いる専用のホームページのことです。港区は「港区オープ

ンデータカタログサイト」を、政府は「 」を、東京都は「東京都オープンデータカタログサイ

ト」を公開しています。

コンピュータなどの機器が、通信回線を通じてネットワークやほかのコンピュータと接続している状態

又はインターネットに接続された状態です。

ユーザーの使い方に合わせて、システムやソフトウェアの機能などを設定し直すことです。

本来は個々のパソコン上で稼働するデスクトップ環境をサーバ上に構築し、ネットワーク経由で利用す

る仕組みです。

実際の処理やデータ管理はサーバ側が担当します。

データ管理やセキュリティ強化が容易になるほか、パソコンに限らずスマートフォンやタブレット型端末

からも操作できます。

官民データ

機械学習 パターン学習

官民データ活用推進基本法では、「電磁的記録に記録された情報であって、国若しくは地方公共団体又

は独立行政法人若しくはその他の事業者により、その事務又は事業の遂行に当たり、管理され、利用さ

れ、又は提供されるものをいう」と定義されており、国等が保有する行政データのオープンデータ化や、

民間が保有するデータ等の活用をめざしています。

コンピューターがデータセットからルールや知識を学習し、タスクを遂行する能力が向上する技術です。

キャッシュレス

お札や小銭などの現金を使用せずに、クレジットカード、電子マネー、デビットカード、スマートフォンや

インターネットなどを使ってお金を支払うことです。



クラウド

公衆無線

ネットワーク上を「雲（ ）」ととらえ、ネットワーク上のシステムやソフトウェアを指します。利用者

は自ら機器等を保有せず、ネットワーク上のサービスを利用できます。

無線ＬＡＮを観光地や駅、空港などで使えるサービスで、スマートフォンやノートパソコンでインターネッ

トが利用できます。

無料のものと有料のものがあります。

個別計画

コンテンツ

サイバー攻撃

システム

港区基本計画の実現を図るための法令等に基づく各事業分野の計画です。

インターネットなどで提供される、映画、音楽、写真、アニメーション、ゲームソフトなどの個々の情報で

す。

情報通信ネットワークや情報システムを利用して行われる、不正侵入、データの窃取・破壊、不正プログ

ラムの実行、 （ディードス）攻撃などを指します。 攻撃は、不正プログラムに乗っ取られた多

数のコンピュータが、標的とされたサーバなどに対して大量のデータを送りつけることにより、当該宛先

のシステムを動作不能とする攻撃です。

コンピュータで動作するひとまとまりの仕組みや機能のことです。 なお、コンピュータシステムという

言葉は、ハードウェアやソフトウェア、環境設定などを含んだコンピュータそのものを表すこともあります。

シティプロモーション

区民、企業、行政等が協力しながら、地域の魅力やブランドを発信することで、そのまちへの関心と憧

れを喚起し、このまちで「暮らしたい」、「働きたい」、「学びたい」、「遊びにいきたい」といった意欲をかき

たて、転入者や企業の誘致、観光客など来訪者の増加により地域を活性化することで、区民の地域への

誇りや愛着、帰属意識（アイデンティティ）、住み続けたいという想いを育んでいく取組です。



スマートシティ

デジタル技術を活用しつつ、マネジメント 計画、整備、管理・運営等 の高度化により、都市や地域の抱

える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地域であり、

の先行的な実現の場と定義されています。

スマートフォン

従来の携帯電話端末の有する通信機能等に加え、高度な情報処理機能が備わった携帯電話端末で従

来の携帯電話端末とは異なり、利用者が使いたいアプリケーションを自由にインストールして利用するこ

とができます。また、スマートフォンはインターネットの利用を前提としており、携帯電話の無線ネットワー

ク（４Ｇ回線等）を通じて音声通信網及びパケット通信網に接続して利用するほか、公衆無線ＬＡＮ等に接

続して利用することもできます。

チャットボット

デジタルサイネージ

チャットボットとは、「チャット（会話）」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、音声や文字で入力された質

問に、自動回答するシステムです。

ＡＩ（人工知能）がチャット形式で会話に自動応答するシステムである「ＡＩチャットボット」も増加しつつあ

ります。

「電子看板」のことで、屋外・店頭・交通機関などの公共空間で、ネットワークに接続されたディスプレイ

などの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムの総称です。

デジタルデバイド

インターネットやパソコン等の情報通信技術を触れたり使いこなしたりできる人と、苦手意識のある人

や不慣れな人の間に生じる情報格差のことです。

センシング技術

センサーを用いて画像や温度、振動、音などの情報を計測し定量化する技術のことです。

テレワーク

コンピュータやネットワークなどを利用して、勤務先以外の場所で仕事をすることです。働き方改革と

連動した多様な人々の社会参加や労働力の確保といった効果が期待されています。



特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）（ ）

特定個人情報の漏えいやその他の事態を発生させるリスクを分析し、リスクを軽減するための適切な

措置を講ずることで、個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保

を目的とした制度です。

ビッグデータ

プッシュ型配信

利用者が急激に拡大しているソーシャルメディア内のテキストデータ、携帯電話・スマートフォンに組み

込まれたＧＰＳ（全地球測位システム）から発生する位置情報、時々刻々と生成されるセンサーデータなど、

ボリュームが膨大であるとともに、構造が複雑化することで、従来の技術では管理や処理が困難なデー

タ群のことです。

受信者側が要求しなくても発信者側から情報が配信される仕組みです。

ポータルサイト

インターネットに接続した際に最初にアクセスするウェブページです。分野別に情報を整理しリンク先が

表示されています。

マイナンバーカード

表面に顔写真、氏名、住所、生年月日、性別が、裏面にマイナンバーが記載され、ＩＣチップによる電子証

明書などの機能を持ち、電子申請などに利用できます。

引越しワンストップサービス

マイナポータルを通じたオンラインによる転出届と来庁予定の連絡（転入予約・転居予約）ができるサー

ビスです。

ベンダーロックイン

ソフトウェアの機能改修やバージョンアップ、ハードウェアのメンテナンス等、情報システムを使い続け

るために必要な作業を、導入した事業者以外が実施することができないために、特定のシステムベン

ダーを利用し続けなくてはならない状態のことです。



無線

ケーブル線の代わりに無線通信を利用してデータの送受信を行う システムです。

諸規格（ （電気電子学会）が定めた無線ＬＡＮの国際規格）に準拠した機器で構成

されるネットワークのことを指す場合が多いです。

ちなみに、 （ ）とは、企業内、ビル内、事業所内等の狭い空間においてコン

ピュータやプリンタ等の機器を接続するネットワークです。

の略で、人工知能のことです。

手書きで記載される文字を読み取り、テキストデータとして変換する技術「光学的文字認識（ＯＣＲ）」に、

人工知能（ＡＩ）を活用した技術です。

文字認識技術と機械学習により一般のＯＣＲと比べ認識精度が高いとされています。

の略です。日本語では「最高情報責任者」「情報システム担当役員」

「情報戦略統括役員」などで、企業や行政機関等といった組織において情報化戦略を立案、実行する責任

者です。

の略です。日本語では「セキュリティ統括責任者」などで、

企業や行政機関における情報セキュリティを統括する責任者です。

の略です。コンピュータセキュリティに係る

インシデント（事件・事故）に対処するための組織の総称です。

の略で、証拠に基づく政策立案のことを指します。



スクール構想

１人１台端末、通信ネットワーク等の学校 環境を整備・活用することで、個別最適な学びと協働的な

学びの一体的な充実など教育の質を向上する構想です。

アドレス

の略です。ＩＣＴ部門の業務継続計画であり、何らかの障害が発

生した場合に重要な業務が中断しないこと、又は業務が中断した場合でも目標とした復旧時間内に事業

が再開できるようにするための対応策などを定めた包括的な行動計画のことです。

コンピュータをネットワークに接続するために、それぞれのコンピュータに割り振られた一意の数字の

組み合わせのことです。

地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続し、地方公共団体間のコミュニケーションの円滑化、

情報の共有による情報の高度利用を図ることを目的とする、高度なセキュリティを維持した行政専用の

ネットワークです。

の略です。地域住民や旅行者一人ひとりのトリップ単位での移動ニーズに対

応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で

行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等の連携により、移動の利便

性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるものです。

国土交通省が主導する 都市モデル整備・活用・オープンデータ化プロジェクトです。

の略です。ネットワークを通じて、アプリケーションソフトの機能を顧客の

必要に応じて提供する仕組みです。



無線 の標準規格である「 」の消費者への認知を深めるため、業

界団体の （現： ）が名付けたブランド名です。



名称等 内容

港区基本計画（分野別計画）
計画期間：令和３年度～令和８年度

港区実施計画
計画期間：令和６年度～令和８年度

区政全般を対象とする総合的な計画であり、区政のあら
ゆる分野で行財政運営を推進する際の指針となる区の
最上位計画です。
年次計画を明確に示した計画事業の３か年を実施計画
として位置付けています。

港区基本計画 地区版計画書
計画期間：令和３年度～令和８年度

地域の課題を地域で解決し、地域の魅力をより高めるた
め、各総合支所が区民参画組織等からの提言を踏まえ、
独自に取り組む事業を中心とした計画書です。

港区住宅基本計画
計画期間：令和元年度～令和 年度

住宅に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため
の基本となる計画であり、国による住生活基本計画、東
京都による東京都住宅マスタープランと整合したものと
なります。

港区総合交通計画
計画期間：令和５年度～令和 年度

持続可能な交通手段を確保するための地域交通に関す
る新たな方針を示すとともに、地域交通や新たなモビリ
ティ、ＭａａＳ等の新たな取組を推進していくための交通
に関する総合的な計画です。

港区地域防災計画
計画期間：―

区及び地域における防災関係機関がその全機能を有効
に発揮して、その所掌に係る震災予防・震災応急対策や
震災復興を計画的に実施することにより、区民の生命や
身体、財産を災害から保護することを目的とした計画で
す。

港区業務継続計画【震災編】
計画期間：―

「港区防災対策基本条例」第 条第 項に基づく区にお
ける震災対策についての業務継続計画です。

港区環境基本計画
計画期間：令和３年度～令和８年度

環境分野に関する取組の基本的な方向性を示す計画で
あり、「港区地球温暖化対策地域推進計画」「港区環境率
先実行計画」「港区生物多様性地域戦略」「港区気候変動
適応計画」「港区環境教育等行動計画」を包含していま
す。

港区一般廃棄物処理基本計画
計画期間：令和３年度～令和 年度

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条第１項の
規定に基づき、区における長期的・総合的視点に立った、
一般廃棄物処理の基本的な方針を定めるものです。

関連計画等一覧

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



名称等 内容

港区産業振興プラン
計画期間：令和３年度～令和８年度

これからの港区の産業のあるべき姿と、その実現に向け
た施策を反映するとともに、社会経済情勢の変化を的
確に把握し、区内中小企業の発展、地域経済の一層の活
性化の実現を目的とした計画です。

港区観光振興プラン
計画期間：令和６年度～令和８年度

都市観光のあり方や観光事業の体系的整理、推進体制、
経済効果等を検討し、観光振興による商店街や中小企
業、商業と産業の活性化をめざす基本的な方向性を示
す計画です。

港区文化芸術振興プラン
計画期間：令和３年度～令和８年度

「多様な人と文化が共生し文化芸術を通じて皆の幸せを
めざす世界に開かれた『文化の港』」を将来像とし、誰も
が文化芸術を通じて心ゆたかで潤いのある生活を送る
ことができる社会をめざす計画です。

港区地域保健福祉計画
計画期間：令和３年度～令和８年度

地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童福祉、
その他の福祉の各分野の共通的な事項や、健康づくり・
保健に関する事項等の地域保健福祉施策を総合的に定
めた計画です。「港区高齢者保健福祉計画」、「港区障害
者計画」など、関係する計画を一体的に改定・策定する
ものです。

港区子ども・子育て支援事業計画
計画期間：令和２年度～令和６年度

幼児期の教育・保育、子育て支援のニーズを把握し、幼
稚園・保育園及び地域子ども・子育て支援事業等の提供
体制や質の確保を計画的に推進することを目的とした
計画です。

港区学校教育推進計画
計画期間：令和３年度～令和８年度

子どもたちや学校を取り巻く環境の変化、これまでの取
組と成果、区民ニーズ等を踏まえた上で、区立幼稚園、
小・中学校における教育の更なる充実・発展、魅力ある
学校づくりを着実に推進するための基本的な考え方や
施策、具体的な取組を示した計画です。

港区スポーツ推進計画
計画期間：令和３年度～令和８年度

区民の「する」「みる」「ささえる」スポーツ活動の拡大に
向けた具体的な取組と今後のスポーツ施策の基本的な
方向性を示した計画です。

港区生涯学習推進計画
計画期間：令和３年度～令和８年度

区における生涯学習を推進する体制を整えるとともに、
全ての人の学びの意欲に応え、学習の成果を生かせる
よう自主的な学習支援に取り組むための基本的な考え
方や施策を示した計画です。

港区立図書館サービス推進計画
計画期間：令和３年度～令和８年度

あらゆる人の生涯を通じた豊かな学びを支える図書館
を実現するため、今後の図書館サービスの基本的な方
向性と具体的な取組を示した計画です。

関連計画等の詳細は右の二次元コードからご確認いただけます。



参考資料

１ 港区情報システム管理検討委員会設置要綱

港区情報システム管理検討委員会設置要綱

平成２４年５月１日

２４港総情第４６４号

（設置）

第１条 区の情報システムを管理するとともに、区の情報システムの管理のあり方を検討するた

め、港区情報システム管理検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

（１） 情報化推進計画の策定に関すること。

（２） 情報システムの管理のあり方の検討に関すること。

（３） 情報システムの管理に関すること。

（４） 適切かつ効果的な高度情報化の推進に関すること。

（５） 国等の情報化関連施策の活用等に関すること。

（６） その他委員会が必要と認める事項

（構成）

第３条 委員会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

（１） 学識経験者 ３人以内

（２） 区職員 ８人（別表に掲げる者をもって充てる。）

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は、企画経営部を担任する副区長をもって充て、会務を統括する。

３ 副委員長は、デジタル改革担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があると

きは、その職務を代理する。

（会議）

第５条 委員会は、委員長が招集する。

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その

意見を聴くことができる。



（部会）

第６条 委員長は、必要と認めるときは部会を置くことができる。

２ 部会長及び部会員は、委員長が指名する。

３ 部会長は、必要に応じて部会を招集し、これを主宰する。

４ 部会長は、部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聴くことができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、企画経営部情報政策課において処理する。

（委任）

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

付 則

１ この要綱は、平成２４年５月１日から施行する。

２ 港区高度情報化推進対策委員会設置要綱（平成２年５月２１日２港企企第４９号）は、廃止

する。

付 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

付 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）

企画経営部を担任する副区長

デジタル改革担当部長

企画経営部企画課長

企画経営部区役所改革担当課長

企画経営部デジタル改革担当課長

教育委員会事務局教育推進部教育長室長

企画経営部情報政策課長

港区情報政策監（ 補佐官）



２ 港区情報システム管理検討委員会委員名簿

区分 氏名 所属など

学
識
経
験
者

武城 文明 株式会社 行政ＩＴ研究所 所長

水野 浩孝
東海大学 情報通信学部 経営システム工学科
非常勤講師

山辺 直義 ひらつか西口法律事務所 弁護士

区
職
員

◎ 野澤 靖弘 副区長

○ 白井 隆司 デジタル改革担当部長

西川 杉菜 企画経営部企画課長

多田 伸也

企画経営部区役所改革担当課長

企画経営部デジタル改革担当課長

菊池 太佑 企画経営部情報政策課長

佐藤 博史 教育委員会事務局教育推進部教育長室長

川口 弘行 港区情報政策監

◎は委員長、○は副委員長



氏名 所属

◎ 白井 隆司 デジタル改革担当部長

○ 菊池 太佑 企画経営部情報政策課長

井上 茂 芝地区総合支所区民課長

小野口 敬一 芝地区総合支所管理課長

木下 典子 産業・地域振興支援部地域振興課長

野上 宏 保健福祉支援部保健福祉課長

鈴木 雅紀 みなと保健所生活衛生課長

横尾 恵理子 子ども家庭支援部子ども政策課長

野口 孝彦 街づくり支援部都市計画課長

大浦 昇 環境リサイクル支援部環境課長

西川 杉菜 企画経営部企画課長

多田 伸也
企画経営部区役所改革担当課長

企画経営部デジタル改革担当課長

鳥居 誠之 防災危機管理室防災課長

若杉 健次 総務部総務課長

佐藤 博史 教育委員会事務局教育推進部教育長室長

鈴木 健 教育委員会事務局学校教育部学務課長

３ デジタル活用検討部会部会員名簿

◎は部会長、○は副部会長



主な会議等 開催日等 内容

令和５年度第１回
ＩＣＴ活用検討部会

令和５（ ）年
７月５日

・港区情報化推進計画改定方針について

令和５年度第１回
港区情報システム管理検討
委員会

令和５（ ）年
７月 日

・港区情報化推進計画改定方針について

令和５年度第２回
デジタル活用検討部会

令和５（ ）年
９月５日

・港区ＤＸ推進計画の施策等について

令和５年度第２回
港区情報システム管理検討
委員会

令和５（ ）年
９月 日

・港区ＤＸ推進計画の施策等について

令和５年度第３回
デジタル活用検討部会

令和５（ ）年
月 日

・港区ＤＸ推進計画
（素案）について

令和５年度第３回
港区情報システム管理検討
委員会

令和５（ ）年
月 日

・港区ＤＸ推進計画
（素案）について

港区議会への報告
令和５（ ）年
月 日

・港区ＤＸ推進計画
（素案）について

区民意見募集（パブリックコ
メント）

令和５（ ）年
月１日

～令和６（ ）年
１月４日

・港区ＤＸ推進計画
（素案）について

区民説明会
令和５（ ）年
月 日・ 日

・港区ＤＸ推進計画
（素案）について

港区議会への報告
令和６（ ）年
１月 日

・港区ＤＸ推進計画
（素案）に寄せらせた意見について

＊ＩＣＴ活用検討部会は、第２回からデジタル活用検討部会に名称変更しました。

４ 港区情報化推進計画改定に当たっての経緯

令和５年度改定版

令和５年度改定版

令和５年度改定版

令和５年度改定版

令和５年度改定版

令和５年度改定版



区の木 区の花

ハナミズキ

ミズキ科

北米原産 外来種

落葉広葉樹

アジサイ

ユキノシタ科

日本（関東南部）原産

落葉広葉樹(1.5 ～2.0ｍ)

バ ラ

バラ科

日本、中国、欧州原産

常緑落葉低木つる

港区のマ－クは、昭和24年７月30日に制定されました。旧芝・麻布・赤坂の３区を
一丸とし、その象徴として港区の頭文字である「み」を力強く、図案化したものです。
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